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開 議 午前１０時００分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

 ９番 吉 村 敏 文 議員 

 

１０番 澤 頭 好 孝 議員 

 

議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

  

事務局長 

（袴田光雄君） 

 

 それでは、修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。ご着席ください。 

 

会議成立 

開議宣告 

佐々木議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１６人です。定足数に達しております

ので、直ちに本日の会議を開きます。 

 

  （開会時刻 午前１０時００分） 

 

議事日程報告 佐々木議長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

一般質問 佐々木議長  日程第１、一般質問を行います。 

 質問に先立ちまして、一問一答方式についてご案内を申し上げ

ます。 

 一問一答方式で行う場合は、登壇した際にその旨を発言してか

ら開始していただきます。 

 なお、質問の回数制限はございませんが、質問時間は答弁を含

めて１時間以内とされるようお願いいたします。 

 一般質問者は、一般質問者席において発言願います。 
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 通告順に発言を許します。 

 １席、１番、髙坂隆雄議員の一般質問を許します。 

 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 一問一答方式で行います。 

 通告に従い、質問をさせていただきます。 

 １つ目、定例議会審議状況の中継についてであります。 

 近隣市町は、定例議会の審議状況を中継していますが、当町も

中継してはどうでしょうか。 

 平成２３年第２回定例会において、おいらせ町議会活性化対策

についてという一般質問が平野議員からありました。その概要

は、おいらせ町定例会の開催状況を本庁舎・分庁舎・北公民館等

で放映してはどうか、夜間や土日開催についてでありました。 

 これに対し、答弁は、「いずれも傍聴者をふやし、議会への関

心を高めることによって議会の活性化を図る手法についてどう

考えるかということだと思いますが、民主主義の基本的な議会に

対して、町民の関心が高まることは大いに結構なことであると考

えます。議会としてそのようにしたいという結論に至ったのであ

れば、必要な経費との兼ね合いもございますが、実現に向け協力

してまいりたいと思います」でありました。 

 議会活性化対策について、前向きな質問と答弁だったと思いま

す。しかし、いずれも達成しておりません。 

 私は、この中の定例会の開催状況を本庁舎・分庁舎・北公民館

等で放映してはどうかは、比較的簡単で、早期に実現可能ではな

いかと考えますが、町側は議会としてそのようにしたいという結

論に至ったのであれば協力云々と積極的に議会と協議して進め

る考えは薄いように感じました。 

 あれから２年を経過したわけですので、改めて町の考え方をお

尋ねいたします。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 １席、１番、髙坂隆雄議員のご質問にお答えいたします。 

 議会の審議状況の放送については、先ほど議員おっしゃったよ

うに、平成２３年第２回定例会において平野議員よりのご質問に

お答えしているところであります。 
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 町民が議会の審議状況に触れる機会をふやし、議会への関心を

高めることは、議会の活性化及び情報公開の観点からも非常に有

意義であると考えます。 

 議会としてそのようにすべきとの結論に至ったものであれば、

私としても実現に向けて努力してまいりたいと考えております。

全く前回と同じ考えであります。 

 なお、中継をインターネットで実施する場合を想定いたします

と、その導入経費は概算で１，０００万円程度になると見込んで

おります。 

 以上で答弁を終わります。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 ありがとうございました。 

 年４回の定例議会は、一般町民の傍聴が許されておりますが、

議場に入れる席数を上回ることがなく、毎回、比較的多いのは、

一般質問の初日の午前中であります。 

 議場に傍聴者がゼロ人の時も少なくないのが現実であります。 

 議場で傍聴するには、住所・氏名を書くという事務手続もあり

ますが、「敷居が高く入場しにくい」との声も耳にします。 

 本庁舎・分庁舎・北公民館のロビーでの中継をすることによっ

て、気軽に町民が議会の審議状況を見聞きすることができます。 

 議員や行政執行者側も絶えず誰かに見られているという緊張

感も、きっとよい結果をもたらすものと思います。 

 また、三沢市、六戸町は１階ロビーで中継をしておりますが、

議会が決めたから市や町が協力しただけではなくて、積極的に行

政側も働きかけたと思いますが、その辺はいかがお考えでしょう

か。 

 

 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（松林由範君） 

 お答えをいたします。 

 この件に関しましては、前回と同様だと、先ほど町長も答弁い

たしましたが、もちろん町として、そのようにする方向性という

のは、必要性はあるということで認識はしております。 
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 ただ、独立したそれぞれの機関ということもございますので、

やはり、議会の了解なしに当局が進めるというわけにもまいりま

せんので、その辺のところにつきましては、議会との協議をして、

議会側の了解を得た上で進めるというのが手順かなというふう

に考えておりますので、そのあたりの議会活性化全般を含めた今

後の取り組みについては、議会側のほうと随時協議をしてまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 ありがとうございました。 

 次の質問に入ります。 

 町と町内会のかかわりについてであります。 

 町広報紙では、町内会加入の啓蒙活動をしておりますが、効果

はどうでしょうか。 

 

 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。町長。 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、お答えします。 

 ご質問の町広報紙による町内会加入の啓蒙活動は、これまで行

っていないんですよ。 

 なお、別な方法により、加入対策に取り組んでおりますので、

そちらをご説明いたしますが、大きく次の５点があげられると思

います。 

 １点目、転入者にあっては、転入手続の窓口で町内会長との連

絡や相談を促したチラシの配付と説明をしております。 

 ２点目、町内会活動の事故対策として自治会活動保険に加入

し、町内会活動を支援しております。 

 ３点目、ハートピア助成金やコミュニティ助成金という補助金

によるまちづくり事業や町内会加入促進事業などの活動に対し

支援をしております。 

 ４点目、平成１８年に全ての町内会長で構成する連合町内会を

組織していただき、町内会が抱える課題や地域振興の対策など、

協議や研修活動を実施していただいているところであります。 

 ５点目、１つの町内会だけでは対応が難しいとされる課題解決
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などを目的に、小学校区単位を目安とした住民自治組織を組織

化、推進するとともに、その組織に対し支援を行っております。 

 また、効果についてでありますが、加入率は微減で推移してお

り、今後も引き続き加入促進に向けて工夫しながら取り組んでま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 今、町長の答弁では、町は町内会加入についての啓蒙活動はし

ていないというお話でしたが、以前の町の広報紙には、町内会に

加入するようにという内容で掲載されたことがありました。私は

それを見て、啓蒙活動の１つだろうと思っております。認識の違

いがあるのかもしれません。 

 そこで、次の質問ですが、町内には５６の町内会が組織されて

おります。そこで町内会長が行政推進委員を務めている数は５４

と確認をしております。では、残りの２つの町内会は、町内会長

と行政推進委員が別人とのことですが、それぞれそのご関係をお

知らせください。合わせて、その２つの町内会名もお知らせくだ

さい。 

 

 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課

長 

（中野重男君） 

 お答えいたします。 

 ２人の推進委員につきましては、＊＊＊＊さんと＊＊＊＊＊さ

ん、そして、２人の関係につきましては議員をされておるところ

でございます。 

 町内会は木内々と鶉久保になります。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 私が質問したのは、町内会長と行政推進委員が別の町内会名、

合わせて、その町内会長と行政推進委員の関係をお尋ねしまし

た。もう一度、お願いします。 
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 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。 

 中野まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課

長 

（中野重男君） 

 お答えいたします。 

 大変失礼いたしました。私のほうの聞き間違いでご迷惑をおか

けいたしました。訂正させていただきます。 

 推進委員と町内会長が別な町内会ということのご質問でござ

います。 

 推進委員と町内会長が別な形は、今ちょっと資料を見つけられ

なくていましたので、ちょっと時間をいただければと思います

が。後刻、済みません。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 私は担当課長としてそこは把握しているものと思っているん

です。 

 ５６の町内会が組織されていまして、町内会長さんがそのまま

行政推進委員であれば全員そうだということになるわけですが、

２カ所ほど別の人なんですね。 

 私が確認してありますので、私のほうから言います。時間に制

限がありますので、こういったことで時間を取られたくはないん

ですね。 

 鶉久保町内会、肴町だと思います。そこでの会長さんと行政推

進委員との関係をお知らせください。 

 

 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。 

 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課

長 

（中野重男君） 

 大変失礼いたしました。 

 どちらの鶉久保、肴町も、どちらも配偶者がなっているという

ことでございます。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番  私の確認しているのと同じですから、担当課長として、やはり
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（髙坂隆雄君） その辺まですぐ答えられるようにしておくべきだと思います。 

 次の質問ですが、大部分の町内会は、規約上、１会員はその世

帯全員とみなし、催し物等があれば、家族の誰でもが参加できる

ようになっているものと思いますが、しかし、総会などで出席数

の確認の際や役員改選とかの投票時などは、その世帯の代表者１

人が代表権を行使することになっていると思います。 

 したがって、役員の１人に選任された人が会長の場合、会長は

その世帯の代表であるのですから、行政推進委員を別にする時

は、その人選は別世帯の人を町で推薦するものと私は思っており

ますが、町側の考え方というのは配偶者でもよろしいということ

でしょうか。 

 

 佐々木議長 

 

 まちづくり防災課長。 

答弁 まちづくり防災課

長 

（中野重男君） 

 ご質問にお答えいたします。 

 町といたしましては、任意団体である町内会がそういう地域的

な事情があって推薦ということであれば、町のほうのルールとい

うことではなくて、地域の町内会の事情ということで尊重したい

と考えているところです。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 ある町内会のことですが、その地区に住む町民が、当該町内会

へ加入したい旨、班長さんへ年会費を添えて手続をしたそうです

が、後日、「加入を認めない」と町内会より回答があったそうで

す。その事実を知っていますか。そして、知っていた場合、どの

ような対応を町としてとったのかお知らせください。 

 

 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。 

 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課

長 

（中野重男君） 

 お答えいたします。 

 お話としては聞いております。そして、その対応でございます

が、任意団体である団体の町内会の皆さんの結論ということで、

皆さんでお話、協議をして規約にのっとった形でぜひ対応してい
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ただきたいというお話はさせていただきました。 

 以上です。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 このことは、８月２２日のデーリー東北新聞社こだま欄に掲載

されました。多くの方がその記事を読まれたことと思います。 

 その町民は、町の担当課へも以前に相談をしたが、納得する回

答がなかったと話しております。したがって、いまだに未解決の

ために、精神的にストレスを抱えているのです。 

 町は、町内会加入を啓蒙している。ある町内会は加入を認めな

い。こういうことでよいのでしょうか。 

 そこで、この方は町内会、または町内会長から受けた事実に基

づいて公開質問状を町内会長宛て、書留内容証明郵便物で本人受

け取り限定で郵送してありますので、当然、会長は受け取ってい

ることになりますが、回答期日までに回答がなく、やはり、いま

だになしのつぶてだそうです。 

 こうした場合、町はその町内会または町内会長に対し、どのよ

うな指導をするのでしょうか。 

 

 佐々木議長 

 

 まちづくり防災課長。 

答弁 まちづくり防災課

長 

（中野重男君） 

 お答えをいたします。 

 結論から申しまして、まず、町内会の問題でございますので、

大変僭越でございますが、私どもよりも先輩の方々ですので、そ

れぞれの町内会の役員、先輩方とお話をして円満に解決されるよ

うに願っているところです。 

 私どもの立ち位置といたしましては、町内会に「こうしなさい、

ああしなさい」と言う立場にはないというふうに考えておりま

す。 

 大変申しわけないのですが、町としてできることは、当然、相

談に来た場合は相談を受けて、その旨のお話はさせていただきま

すけれども、あえてこの問題についてあるいは公開質問云々、認

める・認めない云々、個々の個別の問題につきまして、私どもが

「どうしろああしろ」ということは考えてはおりません。全般的
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な中身の中で判断させていただきます。 

 以上です。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 本年の３月議会では、日野口議員がいじめ問題についてを一般

質問しております。その中で、いじめというのは人権、人格を否

定する行為であると訴えております。 

 まさにこのことがいじめではないでしょうか。 

 町長は、町としてこの町内会に対しどう指導するのか、お考え

をお聞かせいただきたいと思います。 

 

 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。 

 副町長。 

 

答弁 副町長 

（西館芳信君） 

 デーリー東北のあの報道については、私も承知しております。

そして、それを見て、どこの町内会でこういう問題があるのかな

ということも認識しております。 

 ただ、しかしながら、町と町内会の関係ということにつきまし

ては、例えば、終戦中に大政翼賛会の基本隊員として町内会が使

われたということで、ＧＨＱとかの折り合いが悪くて、いまだに

法令なんかには全く町内会が法的根拠を有する町のかかわりは

全くないということがあります。 

 それから、例えば、南のほうに行けば、町になるべく利用され

ない町内会を推進していこうというふうな動きも結構あります。

そういうふうなことは認識しておりますが、やはり、町内会を町

としては１つの方向性を目指す上に立派なパートナーでござい

ます。ですから、それなりに、私どももどういうふうにしてこれ

を運用していけばいいかということを考えます。 

 恐らく、町内会に対してかかわり合いを町長が持てるというこ

とになりますと、自治法の中の１５７条に公共的団体の管理とい

うふうなことが言われておりますが、それは総合的にその団体の

あり方が１つだけが突出していた場合にこういうふうにしたら

いいのではないかとかいうことで指導管理するということで、そ

れ以外は具体的なことにタッチできないというのが今の町と町



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１２－ 

内会のあり方だと思います。 

 ですから、町内会があることには関心は十分に寄せつつも、本

当はもどかしい面もありますが、全面的に勧誘してはいけないと

いうふうなところを考えながら動いているというのが町のあり

方です。 

 以上です。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 ちょっとやはり認識が違うのかなと思いますが、もちろん町内

会は独立した任意の団体ではありますが、ただし、おいらせ町民

がその町内会の組織に入りたいと言って入れないという町内会

があるんです。町民が、ある意味、差別を受けているんですよ。

そういったことについて町は何も手助けをしないということに

なりますか。 

 多分、回答は同じだと思いますので、次に進みます。 

 次の質問の、町内会に対する諸指導について、少しお聞きしま

したが、そのほかにあれば、町内会に対する指導ですね。そのほ

かにあれば、ぜひこの機会にお知らせを願いたいと思います。 

 

 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。 

 町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 今、質問の要旨がよくわからないもので再質問かなと思って、

少し立ちおくれました。済みませんでした。 

 それではお答えします。 

 任意団体についてのことで。（「２番目のほうです」の声あり） 

 任意団体である町内会に対しての指導はできないものと理解

しております。 

 ただし、町内会が行う事業に対して町補助金等が充てられる場

合については、補助金等のルールに従い、事業の進捗や実績報告

など、必要な確認や検査などを行っているところであります。 

 以上です。 
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 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 先ほどの件ですが、町としてコミュニティ事業関連の補助金も

支出しておりますので、今、町長からの答弁でもありましたが、

その側面からも、今回のような町内会に加入させない等の事案に

ついては、指導は十分にできるものと私は思っております。 

 社協の未収金問題もありました。おいらせ町内で起きているこ

とですので、町のトップとして、やはり責任ある答弁を求めたい

ものと思います。 

 また、この町内会ですが、ある会員が過年度の証拠書類の閲覧

を要求したところ、多額な町からの補助金を得ていながらも「証

拠書類がない」との回答だったそうです。 

 公正公平な町内会運営を望む会員が多いですから、町民から町

に相談や情報が寄せられた場合、真剣にやはり相談に乗ってほし

いものと思います。 

 このような事態に陥っている町内会の場合、町も指導してよい

ものと、やはり思いますので、もう一度、町長から答弁をお願い

したいと思います。 

 

 佐々木議長 

 

 町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 もろもろ事情があるかもしれませんけれども、個々の事情はお

聞きしながら、要請できる部分は要請していきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 ぜひその辺はよろしくお願いしたいと思います。 

 そこで、この際もう１つ事例を挙げてみたいと思います。 

 敬老会についてであります。 

 町は、複数の町内会に事業を委託しております。ことしは５６

の町内会のうち３３カ所に敬老会の事業の委託をしているそう

であります。 

 経費については、積算根拠と決算報告を受けているものと思い
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ますので、問題はないだろうと推測いたします。 

 ここでは、文書についてであります。 

 ある町内会の老人を持つ世帯からの相談でありました。敬老会

開催の案内文書の裏面が真っ赤な印字での印刷物で、「今までこ

ういうものも見たことがなく、失礼ではないか」とのことであり

ました。案内文書の裏にこういうものでありました。これをいた

だいた老人世帯では、こういう文書は見たことない、失礼ではな

いかということでありました。 

 また、別の町内会では、敬老会のご案内として、「平成２５年

９月１６（木）」と記載されております。１６日が正しく月曜日

なのか、その週の木曜日が正しく１９日なのか、確認をしない限

りわかりません。 

 町は事業を委託していますが、予算を渡したら後は町内会でと

いうスタンスだとこういう事態も発生し得るだろうと思います。

その辺をきちんと確認をした上で、指導するべきところは指導し

ていただきたいと思います。いかがですか。 

 

 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。 

 介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（松林泰之君） 

 それでは、お答えをいたします。 

 基本的に敬老会の運営については、その地区町内会のほうに委

託しております。 

 今、ご質問等ありましたようなことを確認しながら、余り好ま

しくない事例等、今、伺いましたので、確認しながら助言といい

ますか、できるものについては今後、指導あるいは町内会のほう

にその旨を十分確認するようにというふうなことに努めていき

たいというふうに思いますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 ありがとうございます。その辺をしっかり確認をして、よろし

くお願いしたいと思います。 

 次の質問に入ります。 
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 ３つ目、二の川の水質についてであります。 

 水質状況の把握は万全かをお尋ねいたします。 

 

 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。 

 町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、お答えします。 

 まず、二の川の管理は県が行っております。 

 県では、毎年、主要河川とその河川に影響を与える川を対象に

水質検査を実施しておりますが、二の川はその対象河川となって

いないという状況であります。 

 また、河川全般の管理を行うため、県では河川監視員を委嘱し

ており、その方々が月に１、２回、二の川を監視しているところ

であります。 

 そのような中、今年４月に、二の川で泡の発生があり、県の水

質検査を実施したところ、異常がなかったと聞いております。 

 さらに、二の川の河口の二川目沖１キロメートルの海域につい

て、県で毎年水質検査を実施しておりますが、過去５年間の結果

は、基準値を超えたことがなく異常がないとのことであります。 

 以上のことから、二の川の水質については問題ないものと認識

しております。 

 なお、町では、河川の管理に係る相談等があった場合には、現

地確認し、必要に応じ、県に調査依頼しているところであります。 

 今後も、県と連携し、二の川の環境保全に努めていきたいと考

えております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 町は、町内の一部企業と、場合によっては、公害防止協定を結

んでいるものと思いますが、この公害防止協定をどのように理解

しているのかお尋ねします。 

 

 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。 

 環境保健課長。 
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答弁 環境保健課長 

（小向道彦君） 

 公害防止協定についてですけれども、公害を防止するための協

定で、あらかじめ講ずるべき措置及び公害が発生した場合の措置

に関して必要な事項を定め、地域住民の健康の保護と環境の保全

を目的に締結しております。 

 以上でございます。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 県の検査の結果、異常ないという、先ほどの町長の答弁であり

ました。 

 地域住民は「以前から悪臭が続いていた」と話していまして、

私もその住民からの情報をもとに、数日にわたって現地を数回確

認しております。日中の午前、午後、夜間の８時前後と深夜、そ

して明け方、確認をいたしました。最近では比較的きれいな水が

流れていますが、以前は、特に夜、茶色の液体が流れていたこと

もあります。 

 水資源は非常に大事だと思っております。今後、もしも異常を

確認した場合は、速やかに町としても対応してほしいと思いま

す。これは先ほど町長が対応するというお話でしたので、ぜひそ

の辺は地域住民の安心に応えるためにもよろしくお願いしたい

と思います。 

 次に、４つ目の質問に入ります。 

 ４つ目、続きでありますが、交差点改良と歩道整備についてで

あります。 

 昨年の３月議会で一般質問した件を、再度質問をいたします。 

 県道８号線と町道木ノ下二川目線の交わる交差点改良の見通

しはどうなっているのかお尋ねします。 

 

 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。 

 町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、お答えします。 

 ご質問の交差点でありますが、道路が鋭角に交差し、さらには

交差部に消防屯所があることにより見通しが悪く、交通に支障を
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来たしている状況にあります。 

 そのため、安全安心に利用できるための道路整備の必要性は認

識しておりますが、交差点改良のためには建物を撤去する必要が

あり、現時点では事業の見通しは立っておりません。 

 しかしながら、建物が撤去され、交差部の隅切りが実施可能と

なった場合には、厳しい財政運営を強いられている現状でありま

すが、町道整備事業の一環として整備を進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 次の質問です。 

 下田５分団の屯所の建てかえ時期は、平成２５年度であること

を２年前の９月議会で確認してあります。 

 昨年の３月議会で交差点改良を望む地域の声を一般質問とい

う形で訴えました。そのためには、現在地の５分団屯所を移設す

るべきであると申し上げました。 

 昨年の秋には、５分団の意見をまとめた結果を希望候補地とし

て町へ報告してあります。その後に、町から「５分団の希望する

土地は役場職員の所有地であるため、別の場所にしてほしい」と

指示され、再度５分団で話し合いを持ち、結果を町へ伝えてあり

ました。 

 しかし、昨年１２月末、町は独断で現在の候補地を選定し、図

面までつくり、地権者から協力もいただけるとして、「再度５分

団内でこの方向で進められるように協議を進めてほしい」と伝え

られました。 

 移籍先選定の進め方に疑念が生じたことを伝えた上で、しか

し、再度５分団内で協議をして、結果、現在地より見通しが悪く

なること、交差点を改良した場合の交差点に入ることなどを理由

として不適地であり、最適地を町側と５分団側で地図上において

話し合える環境づくりを要請してまいりました。 

 それでも、町は、再三にわたって、同候補地に決定するように

５分団で協議決定してほしい旨伝えられるたびに、５分団として

は同候補地についての協議をしてまいりましたが、やはり、現在
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地より見通しが悪くなること、交差点を改良した場合の交差点内

に入ることなどの理由で不適地であり、最適地を町側と５分団側

とで地図上において話し合える環境づくりを要請してきており

ますが、一向に前進する兆しがありません。 

 そこで、６月議会開会中においらせ消防署分遣所が北部地区に

できることを町側が説明した際、関連質問にて私が５分団の移籍

先についての進め方について問いましたが、その後、一度も町側

から何の音沙汰もありません。 

 地元や活動主体の５分団の意向を聞き入れず、いやが応でもそ

の場所にしなければ進めないようでありますが、そこには何かあ

るのでしょうか。 

 そこで、確認をさせていただきますが、現在地に建設するのか、

または近隣の別地へ移動し建設するのか。建設時期も合わせてど

のように考えているのかお知らせいただけますか。 

 

 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。 

 町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、お答えします。 

 ご質問の屯所でありますが、建設から３４年が経過し、老朽化

が見られること、また、立地場所が不整形で狭隘であること、そ

して分団からの要望等も踏まえ、移転と建てかえが必要であると

考えております。 

 計画では平成２５年度の工事を予定し、事業に向けた準備を進

めていたところであり、昨年度においても分団の代表と協議を続

けてきました。 

 しかしながら、いまだ建設候補地について合意が得られていな

いのが現状であり、今後も引き続き協議を重ね、合意が得られる

ように進めていくこととしております。 

 以上であります。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 合意が得られていないので進んでいないという答弁でありま

す。まさにそのとおりではありますが、じゃなぜ合意に至らない
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のか。そこは、我々としては、町の考え方も十分聞き入れながら、

どういった場所が使いいいかを話し合ってきて、その結果も町に

伝えてあります。 

 ところが、町側が一歩も譲らないわけですね。現状より見通し

が悪くなるというのははっきりしているんです。なのに、その場

所から一歩も譲ろうとしない。ですから、そこには何かあるんで

すか。もし何もなければ、場所はまだいっぱいあると思いますの

で、ぜひ地権者を特に交えず、おおよそどの辺の場所がいいか、

地図上で話し合ってみる機会をつくっていただけませんか。どう

ですか、町長。 

 

 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。 

 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課

長 

（中野重男君） 

 お答えをいたします。 

 まず、議員おっしゃるとおり、見通しが悪いという点につきま

して、私どもとして、町として、担当課としてどの程度の見通し

が悪いのか、出動あるいは、等に対してどの程度支障があるかと

いう点につきましては、私どもは素人でございますので、その点

をカバーするために常備消防である八戸広域消防本部のほうに

相談させていただきました。 

 結果でございます。５分団には既に文書でそのコピーをお渡し

しているところでございますけれども、見通しの悪さにつきまし

て現場検証を行った結果、冬道、雨の日等含めて、交通規則にの

っとった形で検証した結果では、特に問題はないということで証

明をいただいているところで、ご説明をさせていただいていると

ころであります。 

 次に、分団のおっしゃる、分団のほうからお話をいただいてい

る問題点の見通しについては、最大の障害だと思っていますの

で、これにつきましては、町としてきちんと説明をし、根拠を示

させていただいて、解決していて、次はどういう形の問題がある

んですかという形で、逆にご質問等をどんどんあげさせていただ

きたいというお話はさせていただいております。 

 次に、地図上で協議をしたいというお話でございますが、私ど

もはそれを拒否しているわけではございません。もちろん、どう
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いう相談でも親身になって早く合意になっていただいて、そし

て、お互いにいい場所でいいところで建設を早めたいという思い

は同じでございます。 

 以上でございます。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 役場の職員の方々は定期的に人事異動等で、人事交流も含めて

異動をするわけです。担当者とすると、今の課題を進めたいとい

うこと、当然、十分わかります。 

 けれども、ずっとその場所の施設を使うのが地元の人間なわけ

ですね。地元の人間が「こういう場所はまずいよ」と、または「こ

ういう場所が欲しいよ、こういう施設があればありがたいな」と、

あったら十分聞いていただけるものと思うんですが、ちょっと認

識が違うんですね。 

 今の課長の答弁ですと、今度、質問・課題は５分団側からだと

いうようなお話でしたが、６月議会までにもなかなか進まないの

で、あの席で私が進め方をもうちょっと考えてくれないかという

ことを、町長・副町長のいるこの場でお話しして、その後一度も

お話がないんですよ。進めるつもりがあるのかどうなのか。町と

しての平成２５年度建設予定の経過となるわけですよね。やる気

があるのかどうか、一向にちょっとわかりません。 

 理由としては、何度も言っているように、見通しが悪くなる、

現状よりさらに悪くなる。それから、交差点が改良された場合の

交差点内に入っちゃうんですね。使い勝手がいいはずがありませ

ん。 

 今、常備消防の話が出ました。写しはここにあります。これを

いただいて説明を受けた時にもお話ししました。あくまでもこれ

は制限速度４０キロを守った場合の制動距離でありまして、実

際、去年の３月議会、私が一般質問をした後に４件、交通事故が

発生しております。あの近辺でですね。重大な事故は死亡事故ま

でありました。自損事故もありました。あの周辺、そうですね、

２００メートルくらいの範囲だと思いますが、４件連続してあり

ました。 

 ですので、幾ら書き物が正しいとしても、制動距離を、制限速
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度をきちんと守ってばっかりいれば、多分交通事故なんかないん

ですよ。その旨も担当者には伝えてあります。杓子定規というほ

かないのであります。 

 今までの協議の中で、担当課長は私に「髙坂さん、大人の判断

をしてくれ」と数回言いました。そのたびに、その真意を尋ねま

したが、回答はうやむやです。町職員としての対応はこういうこ

とでよいのでしょうか、町長。 

 我々は５分団として協議を重ねてきましたし、歴代の分団長の

うち数名から、地元町内の識者からも意見を伺いまして、総合的

に地域の声として町へ伝えてきました。 

 町長は、所信表明で「町民目線で行政を運営していく」と再三

話されていますが、町長の言う町民目線とはどういうことです

か。先ほど申した職員の言動と、町民目線の意味について、お考

えをお尋ねします。 

 

 佐々木議長 

 

 町長。 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 まずもって、平成２５年度に消防屯所、本来であればつくりた

いと思っていますけれども、もろもろの事情でまだできていない

ということに大変残念に思っております。また、両者協議の上、

できるだけ早期に完成することを望んでおります。 

 そしてまた、私の言う町民目線に話が移りましたけれども、私

は一部の利害関係者だけで利害の奪い合い、また損得だけで話し

合いをするあるいは事業を起こすということではなく、やはり、

第三者、全く関係のない町民が見て、「なるほどこれはいいこと

だな、妥当だな」ということは進めればいいし、「やはりだめだ

よな」というのは、やはり進めないほうがいいと思っております。 

 そういう部分におきまして、今の髙坂議員の質問の中にありま

すように、やはり町当局あるいはまた消防団、あるいは地域の

方々等おっしゃっておりますけれども、そういう関係者だけの、

両者だけの話し合いでなく、第三者と思われる広域消防のほうか

ら、本署から来ていただいて精査してもらったという結果もあり

ます。また、先ほどの町内会の話にもありますように、おのおの

の言い分が多々あろうかと思います。そういう部分で、第三者が

見てなるほどなというのが本当の町民目線ではないのかなと、私
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はそう思っております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 次の質問をします。 

 おいらせ消防署北分遣所建設場所について、今議会の初日５日

に行政報告があり、説明がありました。 

 面積１，８９５平方メートルに、平米単価１万１，７００円を

乗じて２，２１７万１，５００円の契約金額でありました。 

 再度確認ですが、これでよろしいですか。 

 

 佐々木議長 

 

 まちづくり防災課長。 

答弁 まちづくり防災課

長 

（中野重男君） 

 はい、そのとおりでございます。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 この路線価は、平米単価１万１，７００円ですが、どこのもの

なのかお知らせください。 

 

 佐々木議長 

 

 所有者名ですか。 

 １番 

（髙坂隆雄君） 

 路線価です。 

 

 佐々木議長 

 

 まちづくり防災課長。 

答弁 まちづくり防災課

長 

（中野重男君） 

 お答えをいたします。 

 もしまずかったらまたご指摘いただければと思いますが、基本

的に路線価につきましては、公に公表されている路線価を参照と

させていただいて、状況を見て総合的に判断をさせていただいた

という形で、平米当たり、坪当たりという形を最終的に合意した

という流れです。 

 以上です。 
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 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 私が税務課で管理している地図と資料によって、担当者から調

べてもらったところ、平成２４年度の平米単価９，６６０円、平

成２５年度は９，４５０円の路線価でありました。 

 これをもとに計算しますと、平成２５年度の単価を乗じます

と、１，７９０万７，７５０円となります。その差額４２６万３，

７５０円が生じます。 

 路線価に違いがあるのですか。これをどう説明しますか。 

 

 佐々木議長 

 

 まちづくり防災課長。 

答弁 まちづくり防災課

長 

（中野重男君） 

 ご説明いたします。 

 路線価は実情実売価格の約７割ということで決められている

という認識を持っています。当然ながら、７割ということでござ

いますので、私どもとしてはそれが路線価に直接ということでは

なく、要するに割り戻して１０割という形で１万１，７００円を

算出しているところでございます。 

 以上です。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 残り時間が大分なくなりましたが、路線価というのはそういう

ふうに担当者の腹づもりというか、見方によって大分変わるとい

うことですか。 

 路線価というのは、もう１つ決まっているのではないですか。 

 今、分遣所が建つ青葉５０－１６６の地番が面する路線の価格

がきちっと税務課にある資料にはうたってあるわけですよね。こ

れと違うということですか。 

 

 佐々木議長 

 

 まちづくり防災課長。 

答弁 まちづくり防災課

長 

 ２つあるということではなくて、あくまでも路線価は実売価格

の約７割という形で公表されています。７割ということで。それ
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（中野重男君） を割り戻して１０割、１００％にするとじゃどれぐらいになるの

かということを割り返せば、結局、私どもは正当な評価として１

０割でいくと、この１万１，７００円ですよというお話をさせて

いただいています。あくまでも違ってはいません。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 ５分団の屯所の移設先の進め方にも、私は今のまちづくり防災

課長と話し合いを持っているのですが、何かずれが生じるんです

ね。 

 土地の値段というのは、一般的に固定資産税評価額、路線価、

公示価格、取引価格、この４つが大体あると思います。 

 今の分遣所建設に当たっては、路線価の単価を当てたというこ

とで、通常であれば、やはり町が示している路線価だと認識する

んですが、それと乖離しているわけですね。その辺、ちょっと税

務課長から路線価について説明をお願いしたいと思います。 

 

 佐々木議長 

 

 税務課長。 

答弁 税務課長 

（松林光弘君） 

 路線価の用語の意味というんですか、税務課で路線価というの

は課税するための路線価、先ほど言った７割。その１０割という

のは鑑定路線価と言いまして、それは実例額等を踏まえて、国、

県なりが公示しているのが鑑定路線価で、多分、今回はその売買

ということでありますので、鑑定路線価のほうの１０割のほうを

採用したのかなと思っております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 確かに、資料の中には路線価幾ら、鑑定路線価幾らとあります。

じゃまちづくり防災課長はその鑑定路線価を採用したというこ

とでよろしいですか。 

 

 佐々木議長 

 

 まちづくり防災課長。 
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答弁 まちづくり防災課

長 

（中野重男君） 

 お答えをいたします。 

 鑑定路線価を参照して、土地の現状を把握し、総合的に造成さ

れ、要するに、擁壁で造成されたこと等を加味して総合的に判断

させていただきました。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 この総合的に判断したというのが非常によくわかりにくいん

ですが、１万１，７００円という数字が出たわけですね。これは

担当者によってどんどん変わるということで理解していいんで

すか。 

 路線価というのは、税務課で持っている資料では２通りだけな

んですよ。路線価９，４５０円、もう一方は鑑定路線価、これは

１万３，５００円です。 

 今回、分遣所建設に当たっての用地を取得するに当たって１万

１，７００円の単価ですよね。もっとわかりやすいような根拠の

数字を使うとか、説明するとかしてくれれば問題ないんじゃない

ですかね。どう考えますか。 

 

 佐々木議長 

 

 まちづくり防災課長。 

答弁 まちづくり防災課

長 

（中野重男君） 

 お答えいたします。 

 鑑定路線価を参照させていただいて、私どもは、現状はどうい

うふうになっているのかを見、そして、その現状を見た段階でそ

の鑑定路線価イコール契約額にするか、もしくはそれにいろいろ

な手立てを加えて造成をしているという地権者とのお話し合い

の中で、総合的に、最終的にこの１万１，７００円で妥結したと

いう形になります。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 ５日の説明会で、この場所に決定した経緯についてお尋ねしま

したところ、八戸広域の消防署関係者と協議して決めたと。時間

がなかったので、地元の議員や町内会長を含める住民の意見は聞

くことができなかったと回答がありました。 
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 先立つこと６月議会の折には、ある議員の質問で、「地元住民

の意見は反映されているのですか」に対し、北部での行政住民懇

談会での席で意見を徴したとの回答がありました。 

 しかし、私も出席していましたので、地元住民上から、「分遣

所ができることは大変ありがたい。早くつくってください」であ

りまして、町が分遣所設置に向けて建設場所とか規模などについ

て地元の意見を聞いた事実がないことを申し上げましたら、その

後の回答はありませんでした。 

 このように、その場しのぎの答弁にも聞こえますし、または建

設場所とかは決定ありきで物事を進めているのかと疑いも生じ

ます。誠実な対応をぜひお願いしたいものと思います。 

 次に、同交差点から南方への歩道整備の必要性と取り組み状況

を示してほしいと思います。 

 

 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。町長。 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、お答えします。 

 ご質問の路線は、青森県管理の道路でありますが、交差点から

南側に伸びる箇所は歩道が整備されていないため、歩行者にとっ

て不便な状態であるとは認識しております。 

 また、同交差点から北側に伸びる箇所につきましても、既存の

歩道が狭く見通しも悪いため、以前から歩道整備と視距改良の要

望が寄せられ、道路管理者である上北地域県民局に対し要望して

きた経過があります。 

 現時点において、いまだ整備に至っておりません。今後も引き

続き同交差点の視距改良と合わせ、その前後の歩道整備について

要望していきたいと考えております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 木崎野荘の南西角というんですか、あの交差点から東へ走る道

路には、数百メートルの歩道があります。 

 いまや、あぐりの里は町にとっても一大観光農園に仕上がって

きていると思います。そこへ通う従業員やお客様の中には、歩道
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のない県道沿いを通っているのを目にしています。歩行者の少な

いところに歩道があって、近年、歩行者が増加傾向にある県道に

は歩道がないのです。県道と稲生川土地改良区の用水路の間は約

２メートルぐらいの十分な用地がありますので、ぜひ県費で歩道

整備をしていただけるように、町としてもっと力強く働きかけて

いただきたいと思います。 

 次の質問です。 

 スポーツ少年団のあり方についてであります。 

 町内にスポーツ少年団として活動しているチーム数は幾つあ

るのかお尋ねします。 

 

 佐々木議長 

 

 答弁を求めます。 

 教育長。 

 

答弁 教育長 

（袴田健志君） 

 お答えいたします。 

 現在活動しているスポーツ少年団のチーム数は、今年度登録

で、競技種目として９種目、２１の団があります。 

 以上でございます。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 ありがとうございました。 

 その中で、平成２４年度津軽地方の鰺ケ沢から小学生３名が週

末通って活動しているチームは１チームと思われますが、こうい

う形での活動を町はどのようにとらえていますか。 

 また、ほかにも類似しているチームがあるのかお伺いします。 

 

 佐々木議長 

 

 教育長。 

 

答弁 教育長 

（袴田健志君） 

 お答えいたします。 

 まず、考え方でありますが、スポーツ少年団の活動は、国、県

の要綱では市町村の枠の考え方はなく、そのチームの一員として

登録すれば、町内外はもとより県外からも登録し、活動できるこ

とになっております。 

 当教育委員会としても、そのことを受けて指導しております。
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スポーツ少年団は、ご承知のように、学校体育を離れた地域のス

ポーツ活動であり、社会体育に位置づけられております。複数の

学校の児童が混在して活動すること自体には、特に問題はありま

せん。 

 本来は、単一の学校でチーム構成ができることが望ましいので

すが、少子化によりチーム編成ができず、スポーツ活動ができな

くなることは好ましいことではないので、そのような編成を了解

しているものであります。 

 他校の児童が加わる場合には、選手、保護者を含めてチームの

輪を保つことに留意するよう指導しております。 

 次に、類似しているチームの現状ですが、他市町村から受け入

れている今年度登録の団は、このチームのほかに２つの団があり

ます。 

 以上でございます。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 時間的に最後の質問になろうかと思いますが、遠くの外部から

３名が選手として入ると言うことは、地元の子供にチャンスが減

るということで、また、最近では少し休みの日もふえたそうです

が、春先までは休みなしでの練習と試合続きで、子供も疲れるし

親も大変だと苦情を言っている人もいます。 

 後援会でつくっている指導要綱では、週２回の休日をうたって

いても守らないとのことでした。小学生は心身ともに大きく成長

する時期でありますので、適度な休日を入れながら、地域の宝を

健全に育てる環境をどうつくるべきかを、町として見守りながら

も、助言等をしてほしいものと思います。 

 私が今回の一般質問の通告をした後に、ある方から、最近の情

報が入りました。そのスポーツ少年団野球部は、人数が足りず、

三沢市のチームと一緒にチーム編成をし、試合に出たとのことで

す。 

 当町の野球関係者の別の１人は、次のように話してくれまし

た。「児童数の多い小学校で約半数が男子なわけで、野球やサッ

カーはどこでも人気が多いのに、どうしてこのチームは減ったの

だろうか。三沢市のチームと組む前においらせ町内にも複数のチ
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ームがあるが、こちらとチーム編成するのが優先ではないか。よ

く理解できない」、このように話しておりました。このことにつ

いてどう思われますか。 

 

 佐々木議長 

 

 教育長。 

 

答弁 教育長 

（袴田健志君） 

 そのような事情は伺っておりました。 

 まず２点、指導が厳しいようで、団員数が減っているというこ

とも承知しております。 

 また、今年度に入ってから、三沢市の小学校がそちらの事情が

あると聞いていますけれども、指導者が不在、それで、木ノ下小

……、具体的に、で結構ですね。 

その小学校では、野球の少年団チームが受け入れたということも

聞いて、大会にももう今年度から合同で出ているということも聞

いております。 

 私としては、必ずしも好ましい状態ではないと思っております

し、厳しい指導がどの辺までなのか。ましてや体罰的なことがあ

れば指導者をおりていただく気持ちでおりますので、その辺も含

めて、いろいろ事情を聞いたり、観察もしております。 

 大会での保護者同士の好ましからざるような光景も聞いてお

ります。決してよい状態だとは思っていませんが、一番肝心なの

は、退団した児童保護者から直接の訴えや相談がないうちに、指

導者に対して、どうこうというところはまだできるものではない

と思っておりますので、今、指導の様子を観察しているところで

あり、ついせんだって、４日の日もやりましたけれども、一般化

した形で指導のあり方、年度当初には文章で、そして、この前は

口頭でも指導しているつもりでございます。 

 以上です。 

 

 佐々木議長 

 

 １番。 

質疑 １番 

（髙坂隆雄君） 

 どうもありがとうございました。終わります。 

 佐々木議長  これで１番、髙坂議員の一般質問を終わります。 

 １１時１５分まで休憩いたします。 
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  （休憩 午前１１時０１分） 

 佐々木議長  休憩を取り消し、一般質問を続けます。 

  （再開 午前１１時１４分） 

 佐々木議長  一般質問を続ける前に、議長として、先ほどは若干のミスがご

ざいました。１番議員の通告外の質問が二、三カ所ありました。

しかし、答弁者側が明快に答えてくれましたので、私のほうもう

っかりしておりました。どうも申しわけありません。今後はこの

ように、皆さんのほうからも気がついたら違うぞというように言

っていただければ、私のほうも助かります。 

 それでは、引き続き、２席、５番、日野口和子議員の一般質問

を許します。演壇にてお願いします。 

 

質疑 ５番 

（日野口和子君） 

 議長の許しを得て、一般質問をさせていただきます。 

 一問一答式でお願いをいたします。 

 まず１点目、子育て支援の充実について質問させていただきま

す。 

 日本一の増加の町としてその名をはせていた当町も、ここ数

年、停滞気味となってきており、残念なことだと常々考えており

ました。そこにまた、少子高齢化の波が押し寄せてきており、こ

こは思い切った子育て支援策を講じる必要があるのではないか

と思い、質問させていただきます。 

 まずは、子育て支援の充実についてですが、１点目、子育て日

本一の町として名乗りを上げる考えはおありでしょうか。町長、

お願いします。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 ２席、５番、日野口和子議員のご質問にお答えします。 

 議員お考えのとおり、子育て日本一の町を目指すという思い

は、私もその思いがないわけではありません。 

 現在、町では、平成２２年３月に策定した次世代育成支援対策

推進行動計画である「第２次おいらせ町子どもと家庭応援プラ

ン」に基づいて、子育て支援と少子化対策に向けた各種施策を展

開しているところであります。 

 その中でも、安心して子供を産み育てる環境づくりの構築に向
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けて、幼児期における保育需要を推計し、ニーズに合わせた当町

にできる最大限の保育サービスの実施と、各種の特別保育や学童

保育の推進に向けた取り組み、また、保育所や児童館の老朽化や

耐震性向上のための施設の整備、さらに、子供や母親の健康の確

保につきましては、妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通

じて母子の健康が確保されるよう、乳幼児健診、新生児訪問、育

児相談等を実施するなど、母子保健の充実に努めているところで

あります。 

 また、私の公約でもある、医療費の中学生まで無料化の拡充や

保育料の上限３万円の維持などについても取り組んでまいりま

した。 

 このように積極的に各種施策を展開していることにより、出生

率については県内３位であるなど、当町での子育て支援策の効果

はあると思っておりますが、子育て世帯が地元に定住する環境づ

くりも含めた総合的な子育て支援の充実が図られた時点で検討

したいと思っております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ５番。 

 

質疑 ５番 

（日野口和子君） 

 ありがとうございました。 

 もう既に、全部これから質問しようとしているのを町長、一気

に答弁してくれたみたいで、私は困っておりますけれども、質問

書要旨に沿って質問させていただきます。 

 少子化に歯どめをかけて、一生懸命取り組んでいるということ

で、私も安心をしておりますし、また、県下では３位ということ

で、本当に喜ばしいことだと思っております。 

 それでは、早速１位になるように、次に施策を展開して、さら

に推し進める考えはないか、お答え願います。 

 ごめんなさい、さっき聞いたけれども、②のほうです。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、お答えします。 

 １点目の質問でもお答えしましたが、現在、町では、次世代育
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成支援対策推進行動計画により、「次世代の社会を担う子供たち

の健やかな育成を支援し子育て家族を応援するなど、みんなに優

しい地域環境づくりを推進する」を基本理念として、地域におけ

る子育て支援を初め、８つの施策に基づき、各事業を実施してい

るところであります。 

 次世代育成支援対策推進行動計画の最終年度、平成２６年度に

は、これにかわる新たな国の支援制度である「子ども・子育て制

度」への移行とあわせて、今後、ニーズ調査と並行し、事業の評

価や検証作業を行っていきます。 

 その中で、これまでの事業はさらなる充実に努めるとともに、

新規事業等の選定を行い、施策の推進に努めてまいります。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ５番。 

 

質疑 ５番 

（日野口和子君） 

 ありがとうございました。 

 子育て支援が充実していること、大変喜ばしいことと感じてお

ります。 

 次に、また、答弁をもらったような気がするんだけれども、こ

れはまたやらければならないと。済みません。 

 次は、子育て支援施策の１つとして、医療問題について質問い

たします。 

 まず１点目、おたふく風邪、水痘、Ｂ型肝炎、ロタウィルス、

４種の任意予防接種の無料化を推進する考えはないのでしょう

か。加えて、妊婦さんの風疹の無料化にも光を当てて推進してい

ただきたいが、いかがでしょうか。お答えください。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。 

 町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、お答えします。 

 まず、おたふく風邪、水痘、Ｂ型肝炎、ロタウィルスについて

ですが、現在のところ、町・県内での流行は確認されておりませ

ん。 

 また、４種類の予防接種の助成については、八戸管内、上北管
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内で、六戸町が半額の助成を実施しているところであります。 

 ことし３月に成立した予防接種法改正案には、水痘、おたふく

風邪、成人用肺炎球菌、Ｂ型肝炎の定期接種化について、今年度

末までに結論を得るなどとした付帯決議がついております。 

 感染症の流行は、町だけでなく、近隣、県、国単位の対策が必

要であると思われることから、予防接種の無料化については、

国・県・近隣の動向を見ながら検討していきたいと考えておりま

す。 

 次に、風疹についてでありますが、全国的には関東地方、近畿

地方の報告が多く見られますが、青森県では、ことしに入ってか

ら８名、八戸管内では１名の報告があります。最近は、八戸保健

所より報告がなく、管内の流行は認められない状況であります。 

 また、成人の予防接種への助成の状況については、八戸管内で

実施している市町村は階上町が無料化を実施している状況であ

ります。 

 かつて、国の制度変更に伴い、風疹の予防接種率が低くなった

ことを踏まえ、国・県と連携して対策をとることが必要と思われ

ます。 

 以上のことから、妊婦となる成人の風疹の予防接種の無料化に

ついても、国・県、近隣の動向を見ながら検討していきたいと考

えております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ５番。 

 

質疑 ５番 

（日野口和子君） 

 既にまた答弁いただいた、ありがたいと思っておりますけれど

も、１種当たり、大体１万円から３万円かかる自己負担金を全額

補助していただきたいなと思っておりましたが、現在、六戸町が

半額、階上町が無料ということでございますが、子宮頸がん、定

期接種化されたヒブ、子宮頸がん、小児用肺炎球菌、先ほども町

長がお答えしましたけれども、３ワクチンを含め、日本小児科学

会が推奨する全１５種類の予防接種が全て無料化すること、ぜひ

とも実現していただきたいと、強く願っております。このことが

実現されれば、若い子育て奮闘中の両親は安心して子育てのでき

る町として定住するのではないかと思います。いかがお考えでし
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ょうか。 

 

 佐々木議長  環境保健課長。 

 

答弁 環境保健課長 

（小向道彦君） 

 お答えいたします。 

 現在、成人の風疹ワクチンの需要が高まり、ワクチンの供給が

間に合わない事態も発生しています。これは、定期接種である子

供の風疹・麻疹混合ワクチンの今後の供給にも影響を及ぼすもの

であります。 

 国からは、今後、助成事業を開始しようとしている市町村にあ

っては、接種の前に抗体検査を実施し、抗体価が十分でないと確

認できた方を対象とするよう協力依頼がある状況であります。 

 感染症の発生状況、ワクチンの供給体制、継続的な接種に要す

る財源確保等を考慮し、検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

 佐々木議長  ５番。 

 

質疑 ５番 

（日野口和子君） 

 ありがとうございました。ぜひとも頑張っていただきたいと思

いました。 

 また、現在、中学３年生までの医療費の無料化を進めておられ

て、大変感謝いたしておりますが、できれば、これを高校３年生

までとあれしたいんですけれども、せめて、近々であれば高校１

年生でもいいし、少しでも長く子育てする人たちが安心して子供

を産み育てられるような環境で、高校３年生までの無料化を将来

的に考えてくださいませんでしょうか。町長のお考えをお聞かせ

ください。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、お答えします。 

 町では、子供の出生・育児環境の向上と保護者の負担軽減を含

めた子育て支援の充実を図ることを目的に、平成２３年１０月に

子供医療費助成制度を創設し、入院医療費に限定でありました

が、中学生まで拡大し、そして、平成２４年１０月からは通院医
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療費についても無料化しております。平成２７年３月３１日まで

の時限条例として施行しております。 

 また、平成２４年度の実施状況でありますが、対象者数２，４

７０人に対しまして、給付延べ件数１万８，２５５件で、町の支

給負担額は約３，２００万円となっております。 

 ご質問の高校３年生まで医療費を無料にした場合は、試算です

けれども、対象者数約８５０名に対しまして、町の支給負担額は

約１，４００万円前後となる見込みであります。 

 議員ご承知のとおり、現下の厳しい経済情勢を初め、町の財政

事情等を考慮した場合において、町単独での全額無料支給の実施

は、現在のところ困難であると考えております。 

 しかしながら、今後とも子育ての支援や少子化対策の一環とし

て、国・県の動向と町の財政状況の推移を見ながら、支給枠の拡

大も検討していかなければならないと考えております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ５番。 

 

質疑 ５番 

（日野口和子君） 

 ありがとうございました。ぜひとも頑張っていただきたいと思

っております。 

 次に、国でも議論が高まっている教育問題に移ります。 

 幼児教育無償化に取り組み、ゼロ歳から２歳児、３歳児までの

保育料の無料化を実現する考えはおありでしょうか、お伺いいた

します。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、お答えします。 

 現在、保育料につきましては、月額の上限を３万円とし、兄弟

が２人以上入所する場合、２人目は２分の１、３人目以降が無料

として、保護者の経済的負担の軽減を図っております。 

 これにより、平成２４年度における町の支給負担額は約１億円

となっております。 

 ご質問の３歳まで保育料を無料にした場合、試算では、対象者

数約６２０名に対しまして、町の支給負担額は約９，８００万円
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となる見込みであります。 

 このため、現下の厳しい財政事情等考慮した場合、３歳までの

保育料無料の実施につきましては困難と考えております。 

 今、国では、平成２７年４月から実施予定の子供・子育て支援

制度において、幼児期の学校教育と保育を一体的に提供する幼保

連携型認定子ども園の整備を促進することとしております。 

 その中において、利用者に負担いただく保育料等については、

現行制度における利用者負担の水準や利用者の負担能力のもと

に設定されるとありますので、今後、国・県の動向に注視しなが

ら、３歳までの保育料無料の実施につきまして検討してまいりた

いと考えております。 

 なお、幼児教育につきましては、教育委員会所管でありますの

で、教育長から答弁いたさせます。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  教育長。 

 

答弁 教育長 

（袴田健志君） 

 ご質問のうち、幼稚園につきましては当教育委員会の所管です

ので、関連してお答えいたします。 

 現在、幼稚園に入園している子供たちへの支援策といたしまし

ては、国の幼稚園就園奨励費補助金及び町のすくすく子育て支援

費補助金、この２制度があります。 

 保護者の所得状況等によっては実質無料のケースもあり、保護

者の経済的負担軽減に役立っているものと思っております。 

 しかし、平成２４年度での対象園児への給付実績は１，５００

万円以上となっており、そのうち、約８割が町負担という状況で

あります。これに３歳時までを完全無償化にしますと、さらに財

政負担が大きくなります。 

 ただ、文科省でも幼児教育無償化の考えを示しており、今後、

その方向に進むのではないかと思っております。 

 しかしながら、国でもその財源確保が厳しいことから、まずは

５歳時を対象に進めることとして、平成２６年度から段階的に取

り組む考えを示しておりますので、その動向を見ながら対応して

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 
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 佐々木議長  ５番。 

 

質疑 ５番 

（日野口和子君） 

 ありがとうございました。なるべく実現するように、努力して

いただきたいと思っております。 

 時間もないので、次に、住宅問題について質問いたします。 

 子育て世帯の方々をおいらせ町に定住させるために、町は現在

どのような施策を行っているか、説明願います。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、お答えします。 

 現在、町では、子育て世帯の定住促進事業の一環として、先ほ

ども答弁いたしましたが、中学生までの医療費の無料化や保育サ

ービスの充実を図るとともに、保健師を中心に子育てに関する相

談体制を整備し、安心して子育てができる環境づくりに努めてい

るところであります。 

 このような子育て世帯の事業施策を進める中、自然環境や経済

環境、交通の利便性などから、住宅立地条件の優位性もあり、当

町は県内の他市町村と比べても人口が比較的安定しているとこ

ろでもあります。 

 しかし、国立社会保障人口問題研究所がまとめた「日本の地域

別将来推計人口、平成２５年３月推計」によりますと、当町の人

口は平成２７年ごろをピークに減少するとの結果が公表されま

した。 

 さらに、年少人口や生産年齢人口が減少する一方で、老年人口

が増加するなど、当町においても高齢化率がさらに進展するもの

と思われ、大変危惧しているところであります。 

 このような推計結果から、子供の人数を維持し、地域のコミュ

ニティ活動に元気を与える子育て世帯や若者世帯の定住促進対

策は緊急の課題と認識しております。 

 今後は、私の公約でもある人口減少が著しい小学校区の過疎化

対策として、総合的な定住促進対策を段階的に実施したいと考え

ております。 

 以上です。 
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 佐々木議長  ５番。 

 

質疑 ５番 

（日野口和子君） 

 ありがとうございました。公約、ぜひとも実現なさるようにお

願いいたします。 

 次、要旨の２点目なんですけれども、これはオール電化で家賃

の安い定住促進住宅という考えはないかということで提出しま

した。しかしながら、９月１日より電気料金の値上げが開始され

るということで、私が一般質問を提出した時にはこのことが念頭

に入っておりませんでしたので撤回させていただき、かわりに、

メガソーラーですか、太陽光の、そういうものを整備した住宅、

家賃の安い促進住宅を整備する考えはないかとお聞きします。 

 

 佐々木議長  若干質問要旨が違います。訂正してください。 

 

質疑 ５番 

（日野口和子君） 

 とにかく、いろいろな整備された家賃の安い定住促進住宅を整

備する考えはないかということで、お答え願います。 

 

 佐々木議長  先ほど答弁しておると思うんですけれども、再度ですか。 

 答弁を求めます。副町長。 

 

答弁 副町長 

（西館芳信君） 

 現下での定住促進に係るところの住宅の整備、その必要性とい

うのはいろいろと感じております。 

 そしてまた、特に昨今、生活保護者の方々がふえて、生活保護

にかからない２万３，０００円までの家賃で入れるようなとこ

ろ、こういうところが、町営もそうですけれども、民間の方々の

手によってもふえることが必要ではないだろうかというふうな

ことは考えて、対策として講じていきたいというふうに思ってお

ります。 

 それから、今回の補正に係るところでも、たしか６６０万円ほ

どのソーラーのための補助金、これをさらに継続しまして、限り

はありますけれども、ソーラーの建設等が入った住宅を建設して

ほしいというふうなことで、そういう政策を打っております。 

 いずれにしましても、町長の話にもありましたように、特に、

甲洋小学校区、それから下田小学校区ですね。これを考えたとこ
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ろの対策、効果的なものを講じていきたいというふうに思ってい

るところでございます。 

 

 佐々木議長  ５番。 

 

質疑 ５番 

（日野口和子君） 

 わかりました。 

 国・県からの交付金助成金の減少は、どの自治体も同じだと思

いますが、事業の効率化など、むだを省いて、財源を確保しなが

ら子育てするならおいらせ町でと言われるような、そういうまち

づくりを推進し、思い切った施策を整えて、少子化を防ぐよう、

子育て日本一のおいらせ町にしていただきたいと思います。 

 次に、農水産業開発について質問いたします。 

 時間がないな。当町の豊かな農水産物を生かすための中間加工

施設を整備する考えはないか、お伺いいたします。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、お答えします。 

 当町には、大根やニンジンを初めとする農産物と、サケ、ホッ

キ貝等の水産物があり、販路拡大を目指しております。 

 ご質問のあった中間加工施設は、食品工場や飲食施設へ販売す

るために、これら農水産物の皮むきやカットをする施設になるか

と思います。 

 農協等には中間加工施設を整備することにより、新たな雇用が

創出される可能性は高いと思われますが、整備するに当たって

は、その加工品の需要や必要性等を見定める必要があります。 

 また、産直施設等で販売していくための小規模中間加工施設も

考えられますが、これらについても需要の把握と売れる加工品を

つくるという商品開発が必要となります。 

 しっかりと先を見据えた商品、販売可能な加工品の開発ととも

に、費用対効果も考えなければなりません。 

 ただし、六次産業化の振興及び当町の農水産品の販売促進をし

ていくために必要な要素の１つであると認識しておりますので、

今後、農業団体等から相談があった場合には検討していきたいと

考えております。 
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 以上です。 

 

 佐々木議長  ５番。 

 

質疑 ５番 

（日野口和子君） 

 ありがとうございます。 

 当町には、先ほど町長もおっしゃいましたけれども、大根、ニ

ンジン、そしてだるま芋を中心とした、ニンジン、大根、ゴボウ、

ニンニク等の豊かな農産物がありますし、最新の衛生設備を備え

た加工室の建設を整える考えはないか。つまり、地域単位での農

水産業開発のための食産業振興公社を立ち上げる考えはないか、

お尋ねいたします。 

 

 佐々木議長  農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（泉山裕一君） 

 ご質問にお答えいたします。 

 まず、立ち上げる考えがあるかという形なんですが、ちょっと

この全国的な状況、または上十三地区の状況を若干ご説明したい

と思います。 

 現在、上十三管内においては、中間加工と思われる施設、農協

さんを含めて３施設ほど我が方で把握しております。基本的には

企業のほうに物を届けるという民間工場及び民間企業のほうが

ある程度決まっている段階において、そこのところに中間加工品

を届けているというところに関しては、割かし安定的に行われて

いるということを聞いております。 

 ただ、全国的な状況を見ますと、やはり、農産物製品の海外依

存というものが高まっておりますので、農産物の生産とセットで

海外のほうで行われるというのが全国的に大きい現象になって

おります。 

 また、国内では、首都圏周辺の地域の工場に日本全国から集約

されているという中で、中間加工されているものがありまして、

大量流通大量消費という形の部分で、どうしても中国のほうに事

業所が行われているという形になっております。 

 先ほど町長のほうも答弁しましたけれども、地方のほうで改め

てもし行うという形になりますと、町単独で考えますと、どうし

ても農業団体等がその加工品の需要とか、そういうものを見定め
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た上でやっていく必要もあると思います。 

 また、県全体で考えてみましても、年間を通して工場自体が休

みにならないような形で、産物が常にいろんなパターンのものを

取り寄せて加工する必要があると思っておりますので、そのよう

な形で農業団体等からもしご要望があった場合は、真摯にご相談

に乗りたいと思っています。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ５番。 

 

質疑 ５番 

（日野口和子君） 

 食品の原材料に農水産物を下処理する中間加工施設は、県内で

は少なくて、その施設を整備することによって町外で加工する利

益分を失うことなく雇用も生まれるのではないかと思います。 

 青森県全体の農水産物は、約７割は生鮮のまま、マグロでもそ

うですけれども、県外に出荷されており、一方で外食、業務用の

食材の７５％は県外というか、どちらかというと中国産などの安

価な外国産頼みなのが現状であります。 

 食の安心、安全志向の高まりによって、国産品に関心が集まっ

てきており、これらの加工を当町で行えば、農水産物に新たな付

加価値が生まれ、関連産業の雇用にもつながると思いますし、県

は、本年度９月補正予算で、生産者と加工業者のマッチングなど、

ソフト面と設備整備などのハード面の両面での支援で中間加工

の取り組みを着実にふやしたいとの考えを持っていると報道さ

れておりました。 

 例えば、実の割れてしまったニンジンやトマト、長芋、大根、

または肥料にしかならなかった小型の魚など、市場に出荷できな

い規格外品等を加工原料として買い取ることで、農業者や漁業者

に新たな収入をもたらす効果大だと思うんです。そして、地域全

体で連帯して生産・加工・販売に取り組むことで、農家個々の取

り組みにとどまらず、町の産業として成長させることも必要と思

います。 

 今元気な高齢者もおりますし、約３時間ぐらいの交代勤務体制

をとることも可能ですし、若い人たちの雇用の場づくりにもなり

ますし、定住し、子供を産み育てるまちづくりを目指して、ここ

までの住民サービスを提供することによって、定住促進の向上に
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もつながりますし、若い親御さんたちにとっては安心安全に子供

を産み育てることのできる町と捉えられるのではないかと思っ

ております。 

 国保税の負担もやがて住民にしわ寄せが来るものと思ってい

ますし、少子高齢化の波が押し寄せてきている現在、当然のこと

と理解しておりますが、だからこそ、私、今まで申し述べた一般

質問の実現化が最優先されるべきではないかと思っております。 

 少子高齢化に悩んでいた西目屋村も、５年前から展開して、大

胆な子育て支援策を制定して功を奏しているということでした。 

 そしてまた、厚生労働省が２０１４年度予算の概算要求に妊

婦、出産・産後の支援強化策として１４０億円程度を計上方針を

固めたと報じられておりました。産後ケアセンターのモデル事業

実施や、出産妊婦の相談体制の充実等を盛り込み、受診者がふえ

ている不妊治療の支援も拡充すると報じられておりました。 

 ちょっと時間がないからずらっと読みましたけれども、国も少

子化の流れを変えることが緊急課題と位置づけておりますし、少

子危機突破のための緊急対策では、結婚・妊娠・出産から子育て

まで、切れ目のない支援策を打ち出しております。 

 どうか国・県とも少子化対策、雇用対策も緊急課題と位置づけ

ている今日、一日も早い対策を推し進めていただきたいと思いま

すが、まず、基幹産業としての中間加工整備をどのようにお考え

ですか、もう一度お話しください。雇用促進も大変重大です。 

 

 佐々木議長  農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（泉山裕一君） 

 中間加工施設に関して見れば、我が方の上十三のところで調べ

ていた部分に関しては、雇用という問題に関してみれば、ちょっ

と新規雇用というのはわからなかったのですが、２施設のほうで

は従業員が約２０名程度というので、そのぐらいの規模のもの、

規模によりきりで従業員が変わると思いますけれども、ある程度

期待できるのかなというのはあります。 

 ただし、現在、青森県のほうでも、青森県食品産業地域力強化

対策事業ということで、補助制度等もございます。農産物の中間

加工に必要な機械ということで助成をすると、条件等がつきます

けれども、そのような事業等もあります。私どもにとってみれば、
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もしそれをやる農協さんを初め、農業団体さんのほうでそのよう

なご相談が来るのであれば、このような助成制度等も紹介し、県

のほうとも相談をしていきたいと思います。 

 以上で答弁を終わります。 

 

 佐々木議長  ５番。 

 

質疑 ５番 

（日野口和子君） 

 ありがとうございます。ぜひとも進めていっていただきたいと

思います。 

 いろいろな施策等、柔をもって実現に向けて、町長を初めとす

る職員一同が日々一丸となって頑張っていること、承知しており

ます。まさに、まちづくりの前の人づくりと私は認識しておりま

す。 

 どうか農水産業者を含めた子育て支援対策の充実、実現に向け

て、勇気を持って決断し、推進していただきたいと思っておりま

す。 

 そのためにも、志半ばで退陣なさることは決してなさらないよ

うに、引き続き政権を担い、町民のために真剣に取り組み、汗を

流していただきたいと強く念じておりますので、頑張ってくださ

い。 

 以上で、私の質問を終わります。町長。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 先ほど、担当課長は農業に関したようなお話でありましたけれ

ども、私は町には、先ほども答弁しましたように、サケ、ホッキ

貝も生産されているということで、そういう部分の中間加工なん

かできればいいなとは思いつつも、数量が、農業もそうですけれ

ども、そういう約３カ月、６カ月近く、収量が上がらないという

部分で、南のほうに比べるとハンディがあって、業者さん方もな

かなか進出してこられないのかなと思っておりますし、また、サ

ケやホッキも、逆に今度は冬場でないと揚がらないということで

すね。そういう部分で、周年を通しての農水産物が我が町では収

穫できない、あるいはそういう部分で少し中間加工施設はなかな

か難しい部分もあるのかなと思っております。 
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 また、今、町で中間あるいは製品化している方々の従業員を見

ますと、外国の方々を雇って働いてもらっているという部分も、

私の知っている部分では２カ所、３カ所あります。社長さん方と

お話をしますと、日本の方々よりは苦情も言わないで、割合無理

して働いてくれる、使い勝手がいいというような話もあります

し、また、人件費も少し安いという事情もあるようですけれども、

できればそういう施設を農協あるいは漁協さん方がつくってく

ださり、雇用の拡大に努めてくだされば、大変ありがたいと思い

つつも、日本人には余りきつい仕事あるいは体が汚れるような仕

事は嫌われる部分もあるのかなと思いつつ、いろんな疑問難題も

ありますけれども、私もいつ、また元の職業に戻らなければなら

ないかわかりませんので、そういう部分も含めて、町でもいろい

ろ検討させていかなければならないと、日々思っておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ５番。 

 

質疑 ５番 

（日野口和子君） 

 最後です。町民のために一生懸命頑張る気持ちはありますか。

それ１点のみです。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 何事につけても、４年間の任期をいただいたわけですから、殊

に、農産物、子育て、そういう部分も含めて、あらゆる部分で一

生懸命取り組んできているつもりですけれども、いろいろ評価が

分かれるかもしれませんけれども、私は私なりにできる範囲で

日々頑張っているつもりであります。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ５番。 

 

質疑 ５番 

（日野口和子君） 

 どうもありがとうございました。 

 これで質問を閉じます。 
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 佐々木議長  これで５番、日野口和子議員の一般質問を終わります。 

 １時３０分まで、お昼のため休憩いたします。 

  （休憩 午前１１時５４分） 

 佐々木議長  休憩を取り消し、会議を再開いたします。 

  （再開 午後 １時２８分） 

 佐々木議長  議員の皆様にお知らせいたします。 

 １席、１番、髙坂隆雄議員の一般質問に対し、まちづくり防災

課長から発言の取り消しをしたい旨の申し入れがありましたの

で、発言を許します。 

 まちづくり防災課長。簡潔に。 

 

 まちづくり防災課

長 

（中野重男君） 

 先ほど、１席、１番、髙坂隆雄議員の質問事項に、町と町内会

のかかわりについての質問の中で、町内会長と行政推進委員が別

人とのこと云々、関係等を問われたことに対しまして、私のほう

で２人の個人名をあげてしまいました。私の適性を欠いた引用で

あり、取り消しをさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

 

 佐々木議長  午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 ３席、４番、 山 忠議員の一般質問を許します。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 それでは、議長のお許しを得て、これより一般質問をいたしま

す。 

 一問一答方式でお願いをいたします。 

 さて、猛暑の続いた夏も一段落し、幾らか過ごしやすい季節を

迎えようとしています。田んぼの稲もたわわに実り、農家の皆さ

んも一安心していることと思います。あとは災害のないことを祈

るのみであります。 

 また、秋は読書の季節であり、食欲の季節でもあり、また、ス

ポーツの秋でもあります。 

 先般の県民駅伝大会、町の部第３位、まことにおめでとうござ

います。すばらしい活躍に感動をいたしました。 

 また、昨日早朝の２０２０年開催の東京オリンピック、パラリ

ンピックの決定には興奮いたしました。スポーツ界と経済の活性
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化に弾みがつくことと思います。 

 今回は、町民の健康促進を促すスポーツレクリエーションの振

興について触れてみたいと思います。真摯なるご答弁、よろしく

お願いいたします。 

 質問事項１ですが、町のスポーツレクリエーション振興につい

てであります。 

 質問の要旨（１）ですが、日本プロバスケットボールリーグに

参戦の県初のプロチーム「青森ワッツ」に、当町出身の北向由樹

選手が主力選手としてプレーすることになりました。今後の活躍

は、町民のスポーツ振興を促進することと思うが、町民挙げて支

援する考えはございませんでしょうか。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。 

 町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 ３席、４番、 山 忠議員のご質問にお答えします。 

 青森ワッツに所属するプロバスケット選手の北向由樹さんを

応援することは、努力すればプロとして活躍することができると

いう夢を子供たちに与えることができ、町としても応援していき

たいと考えております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 私的後援会は既に存在するようでありますが、できれば町挙げ

て、町民挙げての支援を行うべきと考えるものであります。 

 ところで、おいらせ町の中にはプロ選手は何人おるんでしょう

か。または、プロに準ずるような実業団に入っておられる選手で

すね。それらの方々、もしいるのであれば、この機会に町民に紹

介してはどうですか。紹介することで、町民は誇りに思い、子供

たちの目標となり、励みになることと思います。 

 実業団のほうはなかなか調査がわからない面もあると思うの

で、それは後でもいいと思いますが、プロ選手、把握しているの

であれば教えていただきたいと思います。 
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 佐々木議長  社会教育・体育課長。 

 

答弁 社会教育・体育課長 

（北向 勝君） 

 ただいまの質問に対してお答えいたします。 

 おいらせ町出身のプロ選手は何人いるか、また、この機会に町

民に紹介しないかという問いについてお答えします。 

 現在のところ、過去のお話を聞いている中での記憶ですけれど

も、競輪選手に３名、競艇選手１名、そして北向由樹選手のバス

ケット１名と伺っております。 

 なお、競輪・競艇選手については、競技種目の性格上、積極的

に町民に紹介しておりません。 

 以上で終わります。 

 

 佐々木議長  ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 競輪選手の場合でも、それで賞金を相当もらえるんだというふ

うなことになれば、それもまた子供たちの励みにはなると思うの

で、紹介する機会があれば紹介していただきたいなと思うもので

あります。 

 次に、（２）として、平成２１年度作成の第１次町総合計画は、

今年度で中間の５年目を迎えるが、その計画の中のスポーツレク

リエーション振興は、計画どおりに町民に浸透していると考えて

いますでしょうか。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 総合計画におけるスポーツレクリエーション振興の浸透状況

でありますが、まず、町体育協会加盟の各協会が主催しているス

ポーツ教室への参加者は、わずかではありますけれども増加して

おります。 

 また、町民アンケートの報告により、運動している人の割合は

２％ほど減っている状況であります。 

 このことから、スポーツ教室には特定の人が参加している傾向

があると思われ、引き続き、スポーツレクリエーションの周知を

行い、目標達成に向けて努めてまいりたいと思います。 
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 以上です。 

 

 佐々木議長  ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 減っているというふうなことがあるようですが、最初に、具体

的にスポーツ振興の計画を立てた時には、スポーツ教室への参加

者はその平成２１年現在のそれであろうと思うのですが、４７０

人を１０年後には６００人にしたいんだと。また、スポーツの施

設利用者数も９万２，６３０人を１０万２，０００人にしたいん

だと。そしてまた、運動をしない人の割合を４９．７％を３０％

にまで減らしたいというふうなこと、そして、活動や施設への満

足度を１４．６％から３０％まで満足しているという人をふやし

たいと。それから、不満だというふうな人は２５．７％の人を１

０％まで下げたいというふうな計画を立てているみたいです。 

 計画ですから、だけれども、５年目とちょうど中間点です。そ

れをしっかりと踏まえて、やはり目標を立てたらその目標に向か

って進んでもらいたいと、そういうふうに思いますが、そこら辺、

どう考えていますでしょうか。 

 

 佐々木議長  社会教育・体育課長。 

 

答弁 社会教育・体育課長 

（北向 勝君） 

 現在、第１次総合計画における前期計画の実施状況の検証と、

後期計画の見直し、検討を行っている最中であります。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 それをしっかり踏まえて、達成目標に向かっていってほしい

と、そういうふうに願います。 

 さて、それでは、質問要旨の（３）ですが、総合計画では、施

設については計画的に改修を進めるとあるが、過去５年間にどの

ような改修がなされたのか。また、ドーム型施設を含めて、今後

の計画を教えていただきたいと、そういうふうに思います。 

 

 佐々木議長  町長。 
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答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それではお答えします。 

 まず、施設の改修についてでありますが、下田公園野球場には

内野の照明等を２基設置し、いちょう公園多目的グラウンドでは

フェンスの整備を、また、町民交流センターの屋根修繕工事、い

ちょう公園体育館は耐震化工事と館内防護ネット改修工事、いち

ょう公園テニスコートの改修工事をそれぞれ実施しております。 

 次に、ドーム型施設の建設ですが、教育委員会、体育協会で、

県内外の施設を平成２２年度、平成２４年度に視察し調査検討を

重ねてまいりましたが、現在のところ、国庫補助事業、県補助事

業もなく、財政的に非常に厳しい状況にありますけれども、国・

県の新たな補助制度の創設を期待し、実施計画では調査研究を継

続することとしております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 既存の施設については、どちらかというと機能維持を確保して

いきたいというふうなことであろうと思います。 

 あと、そのドーム型の施設のことですが、意欲は持っておられ

ると解釈しますけれども、よろしいですよね。 

 それで、そうであるならば、どうですか。今、２０２０年に東

京オリンピックに向かってスポーツ界に風が吹いてきたような

気がします。町長もこれをチャンスと捉えて、２月の町長選に再

チャレンジをすることを明言していただいて、施設建設をいま一

度公約として、スポーツを愛する町民の夢をかなえる考えはあり

ませんか。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 今、 山議員に突然、答弁書にない質問をされたので、私でな

ければ答えられないと思いますので私が答えますけれども、まず

もって、町長選挙に公約として立候補した時点では、ドーム型の

施設をつくりたいというのは、体育関係者の要望等がありまし

て、調査研究だけでもいいから提案して立候補してほしいという
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ような話がありましたので、幸いにも当選したので、調査検討さ

せました。そして、それ相当の予算はかかるなという思いがあり

まして、自分なりには財政の改善を進めて、起債は減らす、積立

金はふやすということで頑張っておりまして、それなりの目標は

できました。 

 しかし、自分では、その当時想定していない事業が２つばかり

ありました。というのは、まず津波の被害ですね。それは本当に

大きな出費が出ましたし、また、分庁舎の耐震強度、これも約１

億円、今工事していますけれども、かかっております。そういう

部分で、まず３億円の想定していない出費がかさんでしまいまし

たし、先日、今度、広域消防のほうと協議した結果、北部分遣所

も何とか「おいらせ町が金を出すのであれば、それを応援するよ」

という広域の議員の方々からの温かいご支援もありまして、それ

にもまた約２億円近くかかるということで、それは町民の命を守

る、生活を守るということで、本当に緊急性を要する出費なもの

で、それはいたし方ないことだなと思っております。そういう部

分で、想定していない予算をある程度使っております。 

 ですから、もし、これから新しい財源が確保できあるいは政権

も移りましたし、また割合決められる政治に持っていく、あるい

は先ほど 山議員もおっしゃったようなオリンピックが７年後

ですか、日本に来るということで、大変ありがたい結果が出たよ

うでありますし、また、私も町の体育あるいはスポーツ、あるい

はレクリエーションで町民の方々が病院にかかる、あるいは介護

施設に行くのが１年でも２年でも遅くなるのであれば、それ相応

の財源が浮くのかな、それをそういう体育施設に回せる時期が来

るのかなという思いもしております。これは体育協会の会長さん

も座っておられますから、あるいは協会の役員の方々もおられま

すので、そういう部分もこれから適時お願いしていかなければな

りませんけれども、私はこのドームはできればつくりたいなとい

う夢をまだ捨てたくないなと思っております。 

 そういう意味におきまして、町民の方々がもしご支持くださる

のであれば、来年の２月か３月になると思いますけれども、町長

選挙には支持してくださる方もあろうかと思いますので、再度審

判を受けたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 
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 佐々木議長  ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。 

 気をもんでいましたが、ようやく出馬するというふうなことを

自分の口から言っていただきました。 

 今までの健全財政の取り組みについても成果があらわれてき

ました。また、統合庁舎建設の問題も検討段階に入りました。ま

た、先ほどお話ししておりましたおいらせ署北分遣所の建設も実

現することになりました。 

 がしかし、避難タワー、避難階段等、まだまだ実施しなければ

ならない課題がいっぱいあります。ぜひ続投をし、全身全霊を掛

けて課題を解決し、町民の安全安心、そして幸せを守っていただ

きたいと思うものであります。 

 私も微力ではありますが、応援いたします。町民もまた応援す

ることと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 さて、それでは、次の質問要旨の（４）に移ります。 

 計画の中に、スポーツ団体との連携をあげているが、今、体協

に未加入の団体が連携し、軽スポーツの普及促進を図ろうとして

いるが、その団体に対する支援方法はありますか。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。 

 教育長。 

 

答弁 教育長 

（袴田健志君） 

 お答えいたします。 

 軽スポーツの団体では、現在、体育協会に加盟のものが１団体、

これはグランドゴルフでございます。それから、現在、加入手続

の申請準備中のものが１団体あります。これはスポーツチャンバ

ラでございます。 

 体育協会加入の要件といたしましては、人的あるいは資金面に

おいて自主運営できることが基本要件であり、この問題をクリア

するための相談・助言等は引き続き行っていきたいと考えており

ます。 

 以上でございますけれども、支援方法ということがどのような

趣旨かよくわかりませんでしたので、もし答弁が不十分であれば

再度お答えいたします。 
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 以上でございます。 

 

 佐々木議長  ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 支援方法、金を出せ、何を出せというわけでもありません。と

りあえず相談に乗っていただいて、それらが自主運営になってい

くように手を貸してあげると、そういうふうなことをやっていた

だきたいと、そういうふうに思います。 

 というのは、町民の一番取り組みやすいのはニュースポーツと

いわれる軽スポーツであります。 

 ところが、先ほども答弁にもありましたけれども、ニュースポ

ーツ団体の現状は、どちらかというと厳しい状態にあります。体

協にもなかなか加入できず、町からのほうの支援についてもまま

ならない状態にあります。 

 ところで、９月５日に、町教育委員会より報告があり、事務の

点検及び評価に関する報告書の中で、アドバイザーの提言の中

に、「体協もスポーツ少年団も、町民１人１スポーツに取り組め

ずにいる。町民１人１人が親しみやすいスポーツに取り組んでく

れればいいと思う」というふうな評価が書かれてあります。 

 そこで、この未加入の団体の方々は、連携をして町民の１スポ

ーツの促進を図るべきというふうに努力をしておりますので、何

とかバックアップをして育てていただきたいというふうなこと

であります。 

 そしてもう１つ、町はニュースポーツの団体が正式に軌道に乗

っていくようであれば、早いうちにそういうふうな方向に連携す

る団体にも話しかけはしたいと思います。 

 ただし、その団体がある程度軌道に乗るまでは、今までどおり

の町としての支援をお願いしたいものと思いますが、いかがです

か。 

 

 佐々木議長  社会教育・体育課長。 

 

答弁 社会教育・体育課長 

（北向 勝君） 

 複数の軽スポーツ団体による組織づくりに対する相談・助言等

は、先ほど教育長が答弁したとおり、引き続き行ってまいりたい

と考えております。 
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 ニュースポーツ団体のバックアップについては、各団体が自主

的な運営ができるよう努めていただくこととともに、用具の貸出

等については、引き続きお手伝いできると思っています。 

 なお、相談があったら仮称軽スポーツ連絡協議会のような団体

の組織化の前に、でき得れば、体協も既に軽スポーツを受け入れ

し、今年度も相談を受けておりますので、そちらの方向に検討し

ていただくように理解をしていただければありがたいなと思っ

ています。 

 それぞれの軽スポーツの団体の思いの温度差というものが少

しばかりあるように感じております。その辺も、埋め合わせしな

がら、できれば体協も、競技スポーツだけでなく、軽スポーツ、

ニュースポーツの分野にも広く新しい仲間づくりを求めていき

たいということで、前向きに考えておりますので、その体協の意

向も含めて、指導をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。今までの過程としては、体協は軽スポーツはち

ょっとご遠慮願いますというふうな風潮がありました。もちろ

ん、他市町村の体協さんから聞いても、やはり、助成金は一定額、

ただ、団体ばかりがふえていく。そうなると、各団体に配分され

る助成金がおのずと少なくなるというふうなことで、ある程度の

線は引かざるを得ない面もあるのではないかなとは私も理解は

しております。だけれども、できるだけ日の目を見ないでいるよ

うな軽スポーツに対しても目を向けていただきたいということ

であります。 

 そこで、次に、（５）として、スポーツ推進委員の活動内容と

その委員に対して期待するものは何ですかということで質問い

たしたいと思います。 

 

 佐々木議長  教育長。 

 

答弁 教育長 

（袴田健志君） 

 お答えをいたします。 

 町には次のような規則が定められております。 
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 「おいらせ町スポーツ推進委員に関する規則」という規則であ

りますが、その第２条に委員の職務について７項目あげておりま

す。 

 その７項目によって、７項目はここでは申し上げませんけれど

も、町民に対し、スポーツの普及促進のための理解を深め、また、

指導を行い、組織の育成を図ることが主な活動内容と認識してお

りますので、委員の方々にはその役割に期待をしているところで

ございます。 

 以上でございます。 

 

 佐々木議長  ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 活動内容をちょっと事例としてということをお話ししました

けれども。 

 

 佐々木議長  社会教育・体育課長。 

 

答弁 社会教育・体育課長 

（北向 勝君） 

 それではお答えいたします。 

 軽スポーツの体験コーナーとして、お盆明けには、この間は将

棋まつりがあったんですけれども、そういうイベントの場を活用

しながら、ニュースポーツの体験コーナーをスポーツ推進委員の

皆さんから協力していただいて、町民の新しいニュースポーツの

体験をしていただいております。 

 また、上北郡内の同じスポーツ推進委員の方々が主になって集

まって、同じようなスポーツの体験の大会を開催しております。 

 この大会にも、スポーツ推進委員の方々がそれぞれ町民の一般

の方をお誘いしながらあるいはスポーツ愛好団体等にもお声が

けしながら、また、体協等のそれぞれの団体の後押しもいただき

ながら、そういう大会にも参加しております。 

 また、ふだんの知識を蓄えるために、県の研修会も定期的にあ

りますので、そういう研修会にも、教育委員会の委員のほうから

派遣して参加していただいている状況です。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ４番。 
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質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 この方々の活動は、ほとんどボランティアであろうと、そうい

うふうに思います。 

 ちょっと聞きたいんですけれども、その知識を習得するため

に、県の講習会、または郡下の講習会等に参加していると思いま

すけれども、その際の報酬はどのようになっていますか。 

 

 佐々木議長  社会教育・体育課長。 

 

答弁 社会教育・体育課長 

（北向 勝君） 

 知識の習得の場、委員の報酬についてお答えいたします。 

 県主催の研修会、実技指導のほかに、郡主催行事での実技指導

など、参加していただくことが大事だと思っております。 

 このほかに、県からの情報の提供や、委員同士の情報交換など

で研鑽を高めていただきたいと思っています。 

 報酬については、１回につき５，３００円と、それぞれ地域に

合わせた町内旅費を支給しております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 ５，３００円と、あとは交通費的なものがあるというふうなこ

とですが、先般、推進委員に全国大会の参加案内を出したと思い

ます。それには、「全て実費負担にて参加ください」とあったと

思うんですよね。県の講習会、郡の講習会にもそれなりの報酬が

ある。だけれども、全国に行く費用は全部自分持ちで参加しなさ

いというのは、これはちょっといかがなものかなと、そういうふ

うに思います。 

 日ごろの労苦に報いるために、年に１人でも２人でも全国大会

に派遣すべきと考えますが、どうですか。質問の（６）に移りま

すけれども、スポーツ推進委員の知識と指導力の向上の場である

東北大会、全国大会に、毎年１人でも２人でも派遣する費用を予

算化する考えはありませんでしょうか。 

 

 佐々木議長  教育長。 
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答弁 教育長 

（袴田健志君） 

 お答えをいたします。 

 東北大会以上の推進委員の方々の研修の場の費用でございま

すけれども、実は、今年度、要求をいたしましたが、これはもう

一言で終わる、その事情によりまして予算化はだめでした。引き

続き予算化に努めてまいりたいと、そう思っております。 

 以上でございます。 

 

 佐々木議長  ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 ぜひ、ことしはだめだかもわかりませんけれども、引き続き、

来年度以降でもいいから希望を持たせてあげていただきたいと、

そういうふうにお願いするものであります。 

 さて、それでは、質問事項の２として、町社協不明金問題につ

いてであります。 

 昨年の９月議会において、私からこの不明金問題について真意

が知りたいということで、数項目にわたり質問をいたしました。 

 その結果は、早く告訴をし、第三者機関である諸機関の判断に

委ねることが望ましいということでありました。 

 その後、告訴となり、責任問題についてもその結果を待つこと

となっていましたが、質問から１年たった先般、８月３日の新聞

に、不起訴になることが大きく報道されたことから、町民の再度

の注目の的となっています。 

 そこで、再質問をいたします。 

 質問の要旨（１）ですが、死亡の元職員が不起訴となることが

新聞報道されたが、今後どのように究明されると思いますか。ま

た、今後の町の指導方法はどのようになっていくでしょうか。お

聞かせ願いたいと思います。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。 

 町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それではお答えします。 

 先般９月５日に、町社会福祉協議会から報告があって、 山議

員も既にご存じかもしれません。再答弁になってしまう部分もあ

るかもしれませんけれども、準備しておきましたので、報告しま
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す。 

 平成２５年７月３１日付で、青森地方検察庁八戸支部が被疑者

死亡の理由で不起訴処分としたところであります。 

 このことにより、刑事事件として解明されず、今後は民事事件

として進めるとのことであります。 

 現在、事件の１つの解決方法として、委任弁護士を通じて、遺

族側との１回目の話し合いが７月２７日に行われております。 

 また、町の指導方法とのことでありますけれども、社会福祉法

人の認可は県であり、また、介護保険事業として県から指定を受

けた事業の不祥事であることから、町の指導外と考えておりま

す。 

 一日も早い解決に向けた努力をしていただきたいと願うもの

であります。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 先般の５日に説明を直接受けました。 

 「県のほうから、どういうふうな指導を受けていますか」と聞

いたところ、それに対する特別な指導はないんだみたいな話で、

答えてもらえない状態だったんですけれども、それはそれとし

て、刑事事件から、今度は民事のほうに訴えるというふうなこと

で、それぞれの弁護士が立って協議していくということになると

いうことなんですが、これは結審までといったらいいか、ある程

度のめど、解決するまで何年かかるものなのでしょうか。 

 あと、現在まで約２００万円かかっているようですが、今後、

どのくらいの費用がかかると想定されますか。また、この費用は

どこから出てくるのでしょうか。副町長が一番わかると思うの

で、よろしくお願いします。 

 

 佐々木議長  副町長。 

 

答弁 副町長 

（西館芳信君） 

 県の指導ということから、まず答えたいと思います。 

 県の指導につきましては、町のほうが直接こうしたほうがい

い、ああしたほうがいいということについては一切ございませ
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ん。 

 ただ、この事件が発覚した直後に、隣にいる当時の澤上介護課

長と県の担当者と会いました。町としてはどういうふうな姿勢で

臨めばいいのか、そういうふうな言葉では言いませんでしたけれ

ども、そこをやんわりと聞きましたところ、担当者が言うには、

社協というのは、本来であれば町がやるべきことをかわりにやっ

ている機関だと。なおかつ、この平成１３年でしたか。介護保険

制度ができて、それを各自治体がやることになって、そして、実

際にやる事業を、どこの自治体でも社会福祉協議会にお願いし

て、これはぜひこの事業を受けてくれないかということでお願い

して、それで来たというところもあったけれども、それなりにわ

からないし、どういうふうにしてやるべきかなということで迷い

ながらやったところも多いんだと。実際に聞きましたら、例えば、

旧百石町なんかでも、事業者に町のほうがやってくれないかとい

うことで、社協のほうが渋々というわけではないんでしょうが、

やったというふうな経緯も後で聞きました。 

 ですから、町のほうで指導という立場から、その高い立場から

やるものではないなというふうに、私と澤上課長と２人で話し合

いながら帰ってきたというのを今思っております。 

 それから、次に何年かかるかということにつきましては、これ

は当然、結審までということ、結審という言葉を使うにはもう被

疑者が死亡して、１００％これはもう刑事裁判は不起訴になるわ

けですから、そういうふうに決まっていますから、じゃ結審とい

う言葉で、民事になるのかということを前提に恐らくおっしゃっ

たと思いますけれども、民事になるのかならないのかもちょっと

わかりませんし、その前に調停ということもありましょうし、そ

れが整わないのであれば民事ということになれば、これはもうお

互いの出方で、すぐよいしょということで決まるのかもしれませ

んし、あるいはどこまでかかるかというのは全く誰も検討がつか

ないところだと思います。 

 それから、費用につきましては、現在２００万円ほどかかって

いるということでございます。あと、見えてこないのは成功報酬

ということで、その総額が２，１５４万円ということで終わるの

か、そこの算出が２，０００万円で終わるのか３，０００万円で

終わるのか、４，０００万円か、それに掛けることの８％とか１
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０％とか、１１％とか、そういうふうな割合で、１割前後がとら

れるのではないのかなというふうに、旅費だとか日当だとか、そ

ういうものもほかにあるのではないかというふうに、それが普通

の流れだと思います。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。 

 なかなか複雑なようで、解決のほうもままならないというふう

に思います。 

 それでは、責任問題のことになりますけれども、９月２日の新

聞報道では不起訴というふうなことで１区切りとして、事務局長

と男性主査を減給処分にしたとあるが、そこで次の質問をいたし

ます。 

 このような他の社協でも、新聞なんかを見ると、不明金問題が

ちらほら見受けられます。それらはどういうふうな解決をなさっ

ているのか。それから、そうなった場合、会長を初め理事の責任

をとる時期的なものはいつごろが妥当と、なかなか答えにくいと

思いますけれども、どう考えるか。考えをお聞かせ願いたいと思

います。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。 

 町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えしますけれども、なかなか 山議員が納得するような答

弁を出せないこともお許しいただきたいと思います。 

 先般の報告会において、会長初め理事の責任についての説明が

なかったことと、社会福祉協議会内部のことであり、町としてお

答えできる立場にないことをご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

 追加で、副町長に説明させます。 

 

 佐々木議長  副町長。 
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答弁 副町長 

（西館芳信君） 

 ほかのほうの事件も全国的なものやいろいろ県内にも何件か

見られるわけですけれども、決定的に違うということは、被疑者

が死亡しているということだと思います。 

 この種の事件というのは、被疑者が死亡している、していない

にかかわらず、捜査機関としては何カ月も、何年も時間を設けて

内偵を進めた上で着手して上げるということで、しかも、有罪ま

で持っていく根拠というのは、まず本人が供述して、そして、こ

うやりましたということを裏づけるものとして物証、物的証拠、

この２つでもって持っていくわけですけれども、被疑者が死亡し

たということになれば、もうそういうふうな今の刑事訴訟制度の

中で被疑者が死亡したまま犯人を有罪まで持っていく、その訴訟

の裁判所の仕組みがありませんので、もうここで終わりというこ

とで、生きていればいろいろと有罪ということを突きつけて、そ

して、本人が損害賠償等しなくてもほかの人から求め得ると。あ

るいはここまでが限界だということがはっきりわかれば、それに

代替する手続を社協内部でやってきたというのが今までの実例

ですけれども、今のところは、ともかくまだまだ時間がかかると

いうことと、それから、被疑者がもう死亡している。被疑者が死

亡しているけれども、民事的には損害賠償を求めるのに何ら差し

支えないわけですから、そういうふうないろんな制度がまだまだ

どうなるかわからないというふうなことですので、決定的な違い

はともかく、被疑者が死亡しているがゆえに、取り巻く環境が余

りにも違い過ぎるということだというふうに解しております。 

 

 佐々木議長  ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 そうですか。まず余りわからないのが本音、回答であろうと思

いますけれども、責任の取り方の問題なんですが、新聞で先般、

全日本柔道連盟のことが報道されておりました。あれほどこだわ

っていた会長を初め理事が、事件解決前に退任をし、新体制とな

り事件を究明することになりました。 

 当社協においても、再発防止策と一定の成果を現役員の方々で

あげているのですから、この訴訟結果を踏まえてけじめをつけ

て、新体制で究明すべきと考えますけれども、いかがでしょうか。

考えだけお聞かせください。 
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 佐々木議長  答弁を求めます。 

 町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、お答えします。 

 使途不明金補塡方法の方針について、理事会決定しており、詳

細についての補塡方法等は交渉次第と思っております。 

 そこで、会長初め理事の心情についてでありますが、今回の不

祥事の被害者でもあり、二度と同じ過ちを犯さないための綱紀粛

正と事務執行体制の改善、そして、社協への信頼回復に役員一丸

となって努力しているものと推察ということになりますけれど

も、しております。 

 ただ、私のところに来ても、説明の中では、本当に責任を感じ

ているということは常々申しておりましたし、相当の負担になっ

ているなという気がしております。 

 しかし、やはり責任を全うしたいという思いもあるのではない

のかなと。自分たちのところで発生した部分であるので、自分た

ちで解決して次に渡したいという思いも強いなというふうに私

は感じております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。 

 私もその現役員の方々で全部解決して、さらにしてから新しい

人に渡すというのが一番いいのはいいと思います。 

 ただ、先ほど、この項目の中の質問のところで触れましたが、

事務局長と他１名の処分がまず決まりました。が、町民はこれで

満足するんでしょうか。 

 というのは、会長は確かにこの間の５日の考えを聞いた時に

は、報酬は月２万円もらっているんだと。それで、他市町村から

比べても少ない額、他は３万円ぐらいだというふうなことで話を

しておりましたし、また、この金額をもらうようになったのは平

成２４年以降からで、その前は無償でやってきたんだというふう

なことは話しておりました。 
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 だけれども、少ない金額とは言いながらも、みずからも処分を

課さないで、部下ではないけれども職員の人たち、規定があるか

らといって減給なり何なりするというふうなのは町民の感情と

してはどうだろうと。いささか納得しかねると思いますけれど

も、そこら辺どう考えますか。 

 

 馬場副議長  議長を交代いたします。 

 副町長。 

 

答弁 副町長 

（西館芳信君） 

 なかなか難しい問題だと思います。 

 確かに町民感情がありますし、じゃ町民感情がどこにあるのか

というのを本当は明確ではないんですけれども、そういうふうな

方々の要請・要望に応えるべく、これを厳格に町のほうで、本当

は町が必要以上に関与する法的根拠も何もないわけですけれど

も、本来、民法上の委任というのは、この民法という法律がもと

もとローマの法律から来ています。そして、当時のローマ人とい

うのは非常にプライドが高くて、そういうふうに人のかわりに人

から期待されて事務をこなしていくものがお礼なんか受け取れ

るかというのがいまだに続いて、その影響があって、普通は委任

というのは無償なんですよ。つまり、理事だとかそういうものを

やるのは無償でやるんだと。ただ、特定の場合は報酬をもらって

もいいということにはなっていますけれども、本来無償だという

ことで、そういう無償でやってくれる気高い人たちに対する罰則

なんてとんでもないというのが基本的な考え方にあるんです。で

すから、職員として働く人たちに罰則とか懲戒とかあっても、普

通、理事だとかそういうことで経営にタッチしてやっている人た

ちは、本来罰せられるのであれば、そういう小さいことではなく

て、罰せられるほどの刑事的なものだとかあるいは民事的に、あ

るいは商法的に特別背任罪とかそういうものがちゃんと用意さ

れています。そっちで罰するのはあれだけれども、内部の規律の

中でも罰せられるというのはほとんどないというふうな考え方

になっていますから、その辺をそういう環境の中で我々が口を出

してこうしたほうがいいんじゃないですか、ああしたほうがいい

んじゃないですか、規定を整備したほうがいいのではないですか

ということについては、適切さを欠くというふうなことで、実際、
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今まで積極的なそこへの関与は、私どもはしてきませんでしたの

で、その辺も理解していただければなというふうに思います。 

 

 馬場副議長  山議員。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。大変苦しいと思います。 

 ただ、町長を初め職員がそんなに不祥事が起きると、減給した

り、みずからしているわけですね。そういうふうなものを町民の

皆さんも見てきているわけですよね。そうすると、どうしても何

だというような感情が出てくるのではないかなと。そうなると、

今まで培ってきた会長初め理事の方々の人徳なりが、なんか失わ

れるような気がして、どうしてもそうならないようになってもら

えればなと、そういう思いから、この質問をしているわけです。 

 そこで、弁護士等の結果がどうなるかわかりませんけれども、

今のところは２，１５４万円ですか。不明金を補塡するというふ

うなことになっているようですけれども、それでは（３）として

質問いたします。 

 不明金は役職員らで補填することに決定済みとあるが、ボラン

ティアに等しい会長初め理事の心情をどのように考えますか。 

 先ほど、さきに話をしたみたいですけれども、再度お願いしま

す。 

 

 馬場副議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 先ほど、早とちりといいますか、確認をしてお話をしたつもり

でしたけども、心情と申しますと、いろんなことで人の心はなか

なか推察できませんし、相当苦しんでいるだろうなという気はし

ております。 

 必ず会長、副会長２名、そして事務局が来ておりますし、顔は

常に渋い顔をしていて、この人方はふだんはこうでないよなとい

う顔で来ておりますし、そういう部分で、本当に苦しいのではな

いのかなという気がしております。 

 また、私どもといたしましては、私の言える範囲のことを少し

超えている部分で言っているかもしれませんけれども、私もやは

り、町民の立場あるいは会員の立場になりますと、少し言い過ぎ
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ている部分もあるかもしれませんけれども、そういう部分で、本

当に苦しい思いをしているし、早く解決したいなという思いでい

ると思います。 

 ですから、先ほど来、責任云々という話もありましたし、恐ら

く解決すればそれ相応の責任はとる覚悟はできているのではな

いのかなという思いは伝わっています。 

 以上です。 

 

 馬場副議長  山議員。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。 

 責任は恐らくあの人たちであればとるというふうには考えて

いるだろうとは思います。 

 だけれども、過度な責任をというふうになると、私が見ていて

も気の毒な面もあるし、それで、５日の報告会で回答はいただけ

ませんでしたけれども、果たして補塡する人、該当する人は何人

あるんだろうというふうなことを質問したけれども、回答はいた

だけなかったんですけれども、わかりますか。想像はつきますか。 

 

 馬場副議長  副町長。 

 

答弁 副町長 

（西館芳信君） 

 端的に申しますと、全く見当がつかないです。 

 かつての責任を減給できるような年数と体制がどういうふう

なものであったのか、正直言って、私のところではキャッチして

おりません。 

 ただ、昨年の１２月１３日の第８回の理事会というふうに当時

言われていましたが、その中で、もう明らかに被疑者に追究でき

ない場合は、私たちで賠償しますよと、補塡しますよというふう

なことを、理事会、評議会でもう申し合わせているというふうに

理解しております。 

 あと、それに付随するような細かいことにつきましても、実は   

とかそういうことではなくて、いろいろな提言という形の中でや

っております。 

 ただ、社会福祉協議会側も幹部の皆さんのつらいところは、一

旦弁護士に全てを任せてしまうと。全権委任という形で、条件的
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にここだけは弁護士さんに任せないで自分たちでやりたいとい

うふうなことには普通はなりません。弁護士がもうほとんどこな

していくというふうなことになりますので、その辺の非常に苦し

い事情もあるというふうなことで、いずれにしても日々悶々とし

ながら会長も事務長も、よく今まで耐えているなというふうな思

いを抱きながら、いろいろこちらも、差し出がましいですけれど

もというふうなことでやっておって、それはこれから遺族側と社

協側と弁護士を通じてあるいは直接的にいろいろ話し合い等を

重ねていくということを考えれば、「こういうことを言いました、

こういうことをアドバイス的にお話ししました」ということは、

この席で言えないということをご了承いただければと思います。 

 

 佐々木議長  山議員。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。 

 とにかくあの人たちの心情もわかっていただいて、いろいろ相

談に乗っていただきたいと思います。 

 この問題が社協に対する活動の影響が相当また出てくるので

はないかなと思うんです。 

 そういうことから、町としてもできるだけバックアップをして

あげて、早期の解決をしてあげるようにしていただきたいと、そ

れを願うものです。 

 余りそれが長引いていくと、逆に町長の指導力の問題まで、今

度は町民としては、今度は何をやっているんだろうというような

ことにならないとも限らないので、だから早く解決するように何

とか手助けをしてあげていただきたいと、そういうふうに願うも

のです。 

 さて５分を過ぎたようですので、最後の質問となります。 

 質問事項３として、生徒の屋外放送についてであります。 

 質問の要旨（１）として、夏休み・冬休み期間中の夕刻に放送

する屋外放送に、お年寄り向けの喚起を呼びかける放送もつけ加

えるつもりはありませんかということで、例えば、「おじいさん、

おばあさん、きょう一日ご苦労さまでした。あしたも交通事故に

遭わないよう注意をして、楽しい一日にしましょう」というふう

な言葉でもつけ加えると、この言葉をつけ加えたことで、孫から
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の呼びかけというふうにお年寄りの皆さんは非常に感激すると

思いますし、また、町はそれぐらい町民に優しいことを子供から

お年寄りまでみんな考えて連携をとってまちづくりをしている

んだというふうに他町村からも見られるのではないかなと思い

ますが、いかがですか。 

 

 馬場副議長  答弁願います。教育長。 

 

答弁 教育長 

（袴田健志君） 

 お答えいたします。 

 大変よくわかります。 

 子供たちが夏休み・冬休みに放送している「帰宅時間のお知ら

せ」の放送につきましては、学校が長期の休み期間中も児童生徒

がルールを守り、安全で楽しい休みを過ごせるようにと、そして

休み明けには全員元気に登校できるようにという趣旨で、実はこ

れは町の生徒指導連絡協議会というところが町の放送をお借り

して自主的に取り組んでいるものであります。 

 質問のご趣旨は、今お伺いいたしました。お年寄りにも今のよ

うな声をかけたらどうかということですけれども、そのことが子

供たちのお年寄りに対するいたわりの心を育むことにつながる

という思いからすれば、取り組むことにはやぶさかではありませ

ん。ですが、本来の放送の趣旨からして、あの放送にそのような

言葉をつなげることがなじむのかどうかという思いがあります。

別放送がいいのかあるいは、趣旨は孫が祖父・祖母へという、そ

ういう趣旨からすれば、子供の声を使うのがいいとか、いろんな

気がしておりますけれども、いずれにいたしましても、町の生徒

指導連絡協議会にもそのようなご意見として投げかけてみたい

と思います。 

 以上でございます。 

 

 馬場副議長  山議員。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

 できたら、趣旨が違うかもしれませんけれども、そこら辺よく

相談してみて、私ら年寄りとしてはそれを大歓迎したいと思って

おりましたので。 

 真摯なるご答弁、ありがとうございました。 
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 終わります。 

 

 馬場副議長  これで、４番、 山 忠議員の一般質問を終わります。 

 ２時４０分まで休憩します。 

  （休憩 午後 ２時３０分） 

 佐々木議長  休憩を取り消し、引き続き一般質問を行います。 

  （再開 午後 ２時４０分） 

 佐々木議長  ４席、３番、平野敏彦議員の一般質問を許します。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 平成２５年第３回定例会開会に当たり、議長のお許しを得て３

番、平野敏彦が通告に従いまして、一問一答方式により一般質問

させていただきます。 

 「健脚でつなげ、郷土の輪と心」の大会スローガンのもと、第

２１回青森県民駅伝競走大会が、９月１日、青森市で開催されま

した。 

 おいらせ町選手団は、沢頭光雄監督ほか、コーチ、マネージャ

ー、運営スタッフ、選手８名、補欠、サポーターの総勢３５名が

参加いたしました。ことしの選手は、中学１年生から高校１、２

年生のほか、町内に居住する一般選手で構成され、大学生やふる

さと選手のいないチームであります。 

 ６月から毎週２回の合同練習のほか、個人の記録短縮を目標に

選手選考記録会の実施、その実績に基づき、選手の選考を行った

ものであります。 

 大会には、大学生や実業団選手のほか、県内の中学・高校の一

流ランナーが参加、競技前のテレビ・ラジオでのおいらせ町の評

価は決して高いものではありませんでした。 

 このような中、選手はおいらせ町の代表として練習の成果を発

揮すべく、熱い思いを１本のたすきに込め、懸命に走り抜き、見

事総合８位、町の部で第３位の成績をおさめました。 

 伴 未結選手が第７区で町の部第１位、総合でも第２位の区間

賞を達成するなど、各選手は予想以上の走りを見せ、テレビで応

援された多くの町民から賞賛と驚きの声が寄せられました。今、

人気の朝ドラ「あまちゃん」でいう「じぇじぇじぇ」の連発とな

ったのであります。 

 町民が心を１つに応援してくれた成果と、チームワークの勝利
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を実感いたしました。スポーツを通して、明るく豊かで活力ある

おいらせ町の地域づくりに大きな役割を果たすことができたと

感じております。 

 県民駅伝競走大会の興奮が残る８日早朝、２０２０年オリンピ

ック、パラリンピックの開催地が東京に決定されたとのニュース

に、日本中が沸き立っております。世界のスポーツの祭典を見ら

れる幸せと感動を心に、それでは、通告いたしました一般質問に

ついて、町長の所見をお伺いいたします。 

 第１点目であります。 

 百石漁協の整備についてであります。 

 百石漁協は、平成１３年９月、改修工事に着手されるまでの約

５０年間、港内は漂砂が堆積し、水深もなく、まぼろしの漁協と

呼ばれてきました。 

 平成１１年６月、当時の水産庁大島漁港部長が、青森県で開催

された港町同窓会に出席の際、百石漁協の改修・整備の要望をし、

町と青森県が一体となり運動した結果、平成１３年、工事着手と

なったのであります。 

 その後、平成２０年に一部供用開始され、平成２３年３月完成

となりました。 

 平成２１年３月、東日本大震災による未曾有の被害を被ったも

のの、町を初め、関係機関の働きにより、漁船の確保、漁具の整

備により、漁業者の操業意欲をかき立てることができたのは高く

評価すべきであります。 

 現在、漁港利用については課題も多く、町では、平成２５年度

以降の整備についてどのような計画をお持ちなのかお伺いいた

します。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。 

 町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 答弁に入ります前に、先日、９月７日に行われました二川目町

内会の敬老会に、平野議員におかれましてはスタッフとしててき

ぱきとお年寄りのために町内会活動、ご協力いただきましたこと

に、この場をお借りしましてお礼申し上げます。ありがとうござ

いました。 
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 また、深沢地区あるいは一川目地区、そちらの方々も、議員の

方々、来賓として出席しておられました。この場をお借りしまし

てお礼申し上げます。ありがとうございます。 

 それでは、４席、３番、平野敏彦議員のご質問にお答えします。 

 百石漁港の整備については、平成２２年６月に供用を開始し、

現在、県が管理をしております。 

 その後の東日本大震災により被災を受けた箇所について、災害

復旧事業等の活用により復旧が進められ、昨年度、復旧事業が完

了しております。 

 しかしながら、漁港内の砂の堆積により、船の航行に支障を来

たしていることから、本年７月に県が主体となって、漁港内の砂

のしゅんせつ工事を行ったところであります。 

 今後の百石漁港の整備計画については、漁港周辺の潮の流れや

砂の堆積状況の調査を予定しているほか、事故防止の観点から、

漁港内の堆積物の状況を見ながらしゅんせつ工事を要望して行

く予定であります。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 今、町長から、現状の整備について説明がありました。 

 確かに、７月からは漁港内のしゅんせつをして、航路の確保、

それから漁船の利用、安心安全な部分の条件整備をしてもらって

いるところであります。 

 先ほどの３席、 山議員も話をしておりますけれども、町の総

合計画、ちょうど後期計画策定中というふうなことであります。 

 そういうふうな意味では、この後期計画への取り込み、どうい

うふうな形で漁港の文言が入ってくるのか。この辺についてお伺

いしたいと思います。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。 

 農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（泉山裕一君） 

 質問についてお答えいたします。 

 百石漁港整備については、町の総合計画施策３６、水産業の経
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営基盤強化においてのうち、主な取り組み事業の中で、百石漁協

の整備、施設整備と活用として位置づけられております。 

 計画全体は、今後の将来を見通し、大きいくくりで定めていく

必要があると思います。 

 後期計画の見直しにおいては、基本的な考え方の部分に関して

みれば、その内容は、当課といたしましては継続していきたいと

考えておりますが、今後策定するために、会議等も開かれますの

で、その中で判断されるものと考えております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 今、説明を聞いていまして、漁港として町でどういうふうな整

備をして、将来的にこういうふうな漁港に仕上げていくというふ

うなものがよく理解ができないわけです。 

 会議の中でとか、そういうふうな部分ではないと私は思うんで

す。もう施設があって、いかに有効利用して、その漁業者のいろ

んな意味での生活、それから操業の安心安全を図っていくかとい

うふうな部分は、会議で図る部分ではなくて、施策として当然示

していくべきだと私は思うんですけれども、町長、どうですか。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 今、町の施策としてというご意見がありましたけれども、しか

らばどういう施策、机の上だけであるいは職員だけ、職員も３年

か５年に一度かわる、あるいは担当者もかわるわけですし、なか

なかその辺は町だけでは思いつかない部分あるいは気がつかな

い部分等もあるかもしれません。今、机の上だけでできるものか

という話でありました。もし、そういうご意見があるのであれば、

これからは漁業者なりあるいは漁業関係の県の職員の方々から

適切なアドバイス等をいただきながら考えていくべきかなとい

う気がしております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ３番。 
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質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 後期計画もこれから取りまとめをして印刷に入ると思います

ので、今、町長の言ういろんな各機関からのアドバイスをいただ

いて、こういうふうな条件でこういうふうな漁港整備、漁港を目

指すというふうな部分をぜひ示していただければと思います。 

 それでは、続いて、県のアドバイスも必要ですけれども、地元

町漁協からの要望事項の内容について、町ではどのように対応し

ていくのかお伺いをしたいと思います。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、お答えします。 

 百石町漁業協同組合から本年６月に、町に対しまして要望を伺

っております。 

 その内容を申し上げますと、漁の安全を図ることを第一の目的

として、南防波堤の延伸と今後の漁港整備に伴う漁港区域の拡大

の必要性という２点の要望であります。 

 現在の百石漁港では、出港後、高波で出漁できないと判断した

場合、船を沖出しし、沖で旋回して帰港していますが、大変危険

な状況だと伺っていました。 

 南防波堤を延伸することにより、船を旋回する場所が確保で

き、かつ、安全を図ることができるとのことであります。 

 また、南防波堤を延伸することにより、潮の流れの変化が生ま

れ、漁港内の砂の堆積を防ぐことができるとの見解もあるようで

す。 

 南防波堤の延伸も含め、今後の漁協整備を考えると、現在の漁

港区域では狭いことから、北側に漁港区域を拡大できるよう、町

から県を通じて国へ漁港区域の拡大を働きかけてほしいといっ

たお話をいただいております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 今、町長から、私の質問項目の大分行ったなというふうな答弁

が出てきたような気がします。 
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 確かに、漁協の要望からいきますと安心安全の操業を確保する

ための漁港の出入り口が非常に、現在は航路として３０メートル

の間口になっていますけれども、それが漂砂の流入・堆積によっ

て入港に、船が安心して入出港できるのが１０メートルぐらいの

幅というふうに聞いています。 

 それで、浅くなって、プロペラの損傷とかそういうふうなもの

も多々発生しているというふうなことで、これらの対応について

は、先ほど町長も答弁しましたように、県のほうにお願いをして

しゅんせつをして対応してもらっているというふうなことであ

ります。 

 ただ、今の状況ですと、これは何年かすればまた同じような漂

砂の流入・堆積による現象が起きるわけですから、そういうふう

な意味では、この間口を広げるのも大事ですけれども、今、漁協

から要望のある南防波堤の延長、それから、それによって間口を

広げることも可能になってきます。そういうふうなためには、現

在の漁港区域は、北防がありますけれども、南防波堤を延伸すれ

ば、漁港区域の境界線までも行きます。そうなりますと、漁協区

域を越えて、そういうふうな設備はできませんので、これについ

ては、ぜひ町としても漁港区域拡大の考えがないのか。 

 先般、町長も県の漁港の研修会の会議があった時に出席しまし

たけれども、その時には、水産庁の漁港部長、宇賀神部長が来る

というふうなことでしたが、たまたま代理で課長が来ていました

けれども、その時、町長も県と水産庁と一緒に現場の説明をして

いますので、その辺はご理解をいただいているかと思いますけれ

ども、この漁協区域の拡大について、町長の考えをお聞きしたい

と思います。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 先ほど、２つ目の答弁の時にもう大分行ったなと言っておりま

したけれども、もう少し③につきましても答弁して、準備できて

おりますので、もう少しお答えしますのでお聞きいただきたいと

思います。 

 それでは、お答えします。 

 百石町漁業協同組合から要望いただいている南防波堤の延伸
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の内容について、県三八漁協事務所からの概算事業費の試算をい

ただいた結果、概算事業費で４０億円から１１５億円程度かかる

ことが想定されております。 

 概算事業費に幅があるのは、３パターンの南防波堤の延伸計画

を想定しているものです。また、概算事業費が高額になっている

要因といたしましては、沖へ延伸することで水深が深いところの

工事を行う必要があるためです。その内容から、漁港の整備事業

費のうち、１０分の１が町の負担になりますので、約４億円から

１１億５，０００万円程度が町の負担になると見込まれておりま

す。 

 県では、さきに説明したとおり、今年度、百石漁港周辺の潮の

流れや砂の堆積状況を調査し、効果的な防波堤の延伸内容を打ち

出したいということで、調査を行うための予算の確保を予定して

おります。その調査の結果により、南防波堤の延伸方法や概算事

業費が示されると思いますので、その調査をもとに、今後の漁港

整備を判断することも１つの手法と考えております。 

 入出港時の安全確保対策としては、漂砂により砂の堆積が発生

した場合は、しゅんせつ工事を県に要望し、事故の防止を図って

いきたいと考えています。 

 次に、先ほど質問のありました漁港区域の拡大について答弁い

たします。 

 漁港区域の拡大の必要性は、現在の漁港区域を越える防波堤の

延伸や、拡大した区域での漁港施設の整備など、具体的な事業の

検討を行い、その計画に基づき、拡大の必要が生じると聞いてお

ります。 

 また、南防波堤の延伸方法など、調査の結果によっては漁港区

域の拡大を検討することも想定されます。 

 ただし、漁港区域の拡大に伴い、新たなる漁港施設の整備等も

必要になることも考えられますので、調査の状況を随時確認しな

がら県と協議を進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番  今、町長から漁港の整備事業費の説明がありました。大体４億
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（平野敏彦君） 円から、町のほうの持ち出しが１１億円程度というふうなこと

で、この漁港整備については、非常に国の公共事業として位置づ

けられておりまして、４０億円の事業であって、例えば、町が４

億円、１０分の１の負担があるわけですけれども、この１０分の

１の負担については起債が充当される。それから、金利について

は地方交付税に算入される。そういうふうなことからいきます

と、この１割の負担の部分にさらにまた国とかそういうふうなも

のが補塡しますので、私は本当の町の財源の持ち出しというの

は、１億円であれば、財政担当がわかっていると思いますけれど

も、丸々負担はしなくてもいいわけです。今年度に対して加減さ

れてくるわけですから。そういうふうな意味では、町のいろんな

意味で雇用の場の確保、それから関連業者のいい意味での受注が

ふえる、そしてまた町内企業の企業体とかそういうふうなもので

対応できるような、ぜひ町が指導しながら、県のほうと協議して

やることによって、雇用確保、いろいろなものが発生するという

ふうに思っています。 

 今見ますと、町の財政、「非常に厳しい厳しい」と言っていま

すけれども、決算の監査意見書を見ますと、順調に行って、経営

も非常にいいというふうに評価しているわけです。町長は厳しい

と言っていますけれども、金が、原資があるわけですから。やは

り、その原資を活用して、他にできない事業を取り組むというふ

うに、町長には理解をしてほしいと、私は思います。 

 そういうことで、細かいことについてはぜひ財政担当課長のほ

うからも補足説明をいただきたいと思います。 

 私の今質問している内容について、もしここのところがという

ふうなのがあれば、財政課長からの補足説明をお願いしたいと思

います。 

 

 佐々木議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向仁生君） 
 ただいまのご質問にお答えをいたします。 

 この漁港の整備に関しては、詳しくは私どももまだ財政的なも

のは試算しておりません。 

 そういう経過から行きまして、どの起債のメニューに該当し

て、どれだけの国からの充当があるのかというふうなことを今後
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詰めていきたいというふうに考えております。 

 そういうことでもって、現時点ではどれだけの町の持ち出しが

ふえるのかというふうなことがちょっとわからない状況ですし、

また、先ほど議員がおっしゃった、財政的に厳しいという状況の

中においては、確かに、現在においては余裕がある財政かもしれ

ません。 

 ただ、我々はその５年先、１０年先を見た場合に、合併の算定

替の交付税が平成２８年度から１億円ずつ、平成３２年までの間

に５億円という額が現在の試算で減るというのが確実にされて

いますので、現在の歳出の額をいかに詰めていくかというのも、

今度は手腕として問われているのかなという気がしております。 

 ですから、決して財政的に余裕があるというふうなことではな

いというふうに思っております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 今、財政課長が５年先、１０年先と言っていますけれども、こ

の前、定住自立圏でその計画担当課長が八戸に来て、その講演を

聞きました。端的にいいますと、今の定住自立圏のねらいは広域

的なくくりの行政をつくっていくことにあるわけです。 

 たまたま当町からは職員１人も参加していません。非常に私は

そういうふうな意味では残念だし、なぜ参加できなかったのか、

省の直属の課長が来て話をする。そして、交流する場がありなが

ら、なぜこういうふうなものに出ないかという。私は本当に情け

ないと思ったんです。議員も少なかったんですけれども、私はそ

ういうふうな機会ですので、質問をさせていただきました。将来

的にはそういうふうなくくりで国が考えているのが、ねらいはそ

うだというふうなことのニュアンスですよ。ですから、今、合併

して何年もたっていませんけれども、これからはさらにそういう

ふうな行政の大きなくくりを国は目指しているというのが事実

なわけです。 

 ですから、私はこれから１０年先とかそういうふうなことより

も、今現実的にやらなければならないところ、これらを積極的に

整備しておく。それが大きなくくりになっても町民はそういうふ
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うなものがあれば安心してそこで生活できる基盤をつくる。そう

いうふうなものが大事だと思いますよ。 

 今の決算でもそうですけれども、１億円の基金を創設していま

すけれども、１億円があったらいろんな事業がまだできるわけで

すよ。それによって、その事業にかかわる人方がいろんな意味で

活性化されますし、町民にそれが還元されることによって町長が

目指す住んでみたい町になっていくんじゃないですか。使うもの

も使わないで貯めておいて後で使いましょうなんて、私は予算の

そういうふうな執行をするということ自体、疑問を感じていま

す。 

 ですから、少なくとも、私が今言っているような形で、お互い

に予算の効率的な執行をしながら、町民の生活基盤をちゃんと整

備していく。それから、働く場をつくっていくというふうなもの

の思いを持って、私は漁港整備についても町長には積極的に取り

組んでいただきたいというふうに思います。 

 町長、どうですか。私の考えで。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 今、考え方もいろいろあるものだなと思って、改めて平野議員

の意見をお聞きしましたけれども、私はどうしても、さあいざ使

おうといった時にないと大変だろうなという思いで、話が戻って

大変申しわけありませんけれども、北部の分遣所の要望でも、「お

いらせ町が金出せるか、出せるんだばやってもいいんじゃないで

すか」といった時に私は即断で「何ぼかかりますか」「２億円」

と言ったから、「すぐ出します」という話をしてきましたけれど

も、これも財政が何とか健全だから言えることであったと思って

いますし、私はそれなりに積み立てして、あるいは借金を減らし

てきたからそういう財政からも聞かないで「すぐ出します、２億

円であれば」という返事ができたと思っていますので、平野議員

とはちょっと考え方が違うので、その場その場でうまく使って調

整して繰り越しをゼロにしていく方法もあろうかと思いますけ

れども、私はできるだけ、使う分は使いますけれども、無理して

使うことはないのではないのかなという思いでおりますけれど

も、また、いずれ平野議員のお話あるいは考え方もお聞きしなが
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ら、これからよりよい町政の進め方を話し合いしていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 町長と私との思い、私もいろんな意味で行政に対する期待、思

い、そういうふうなものを持っていますので、そういうふうな意

味では町長は慎重に町政を運営するというふうな立場の違いか

なという形で理解をしております。 

 先ほど、町長とも話をしましたけれども、水産庁のほうで東北

太平洋ブロック協議会が７月１７日に青森で開催されて、町長も

一緒に要望したわけですけれども、その後、７月３１日に、八戸

で災害復興の関係で、水産庁の宇賀神漁港部長が来港しているん

です。その時、時間を取って、百石漁港、三沢、それから六ヶ所、

漁港を回ったんですけれども、その時に県の漁港事務所等も随行

しまして、漁港の組合長ほか副組合長、小型船部会長と現地で復

興の状況を説明して、水産部長と話をしました。その時に、県か

らも漂砂で、今しゅんせつしていますというふうなことと、それ

から、それを防ぐためには南防波堤の延伸、漁港区域の拡大とい

うふうなことを要望しました。そうしたら、「いや、県のほうと

町で協議をして、それなりに本省のほうに来て説明されたらどう

ですか。それによって、国のほうの対応の仕方も変わってきます」

というふうなアドバイスをいただきました。 

 そういうふうな意味では、町長は町のトップでありますし、い

ろいろな意味での行政の取り組みをする責任者であります。でき

れば、ぜひ早目にこの防波堤の部分についてはめどをつけて、ぜ

ひ水産庁のほうにも足を運んで、実現に向けて取り組んでいただ

きますようにお願いをしたいと思います。 

 町長、そういうふうな考えはありますか。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それではお答えします。 

 漁港区域を拡大するためには、水産庁へ要望していかなければ

ならないと考えております。 
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 しかしながら、現在、町として一定の方針を出すことができて

いないところであります。 

 今後の議論の中で防波堤の延伸や漁港施設の整備によって漁

港区域の拡大が必要であると判断した場合は、県を通じまして水

産庁にも強く要望していきたいと考えております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 最初の出だしは「町長、やる気あるな」というふうに感じまし

たけれども、これからは必ずこういうふうな改修をしなければ、

なかなか安心して操業できる条件が整わない。ですから、いろん

な意味で、町長には漁協のほうの小型部会とか、さまざま部会が

ありますので、もし機会がありましたら意見を聞いて、なるほど

と思って、この計画の達成に向けて、水産庁へ行ったからすぐ予

算がつくとは思いません。２年なり３年かかると思います。です

から、そういうふうな意味では、ぜひ国のほうへ行って説明をし

て理解をしてもらうというふうなことも必要ですので、この点に

ついては強く要望したいと思います。 

 続いて、第２点目であります。 

 福祉協議会に対する町の対応であります。 

 告訴後の経過については、９月５日、第３回定例会の後に議会

報告会が開催されました。９月５日というのは、私はこの一般質

問のほうの締め切りも終わり、議会が開会されて、意識的にこう

いうふうに５日に設定したのかなというふうな、なぜ５日になっ

たのかというふうなところをまずお聞きしたいし、あわせて、議

会に報告した告訴後の経過について資料を見ました。そうした

ら、結構理事会をやっていますけれども、これらの内容はその都

度報告があったのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。 

 町長。 

 

質疑 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、答弁書に基づきましてご説明申し上げます。 

 お答えします。 
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 先般、９月５日に社会福祉協議会から報告があったように、平

成２４年１１月１日に三沢警察署へ告訴、その後、平成２５年７

月８日、三沢警察署から青森地方検察庁八戸支部へ死亡した元会

計職員が不明金の一部を着服した疑いで、業務上横領罪で書類送

付、同年７月３１日付で、青森地方検察庁八戸支部が被疑者死亡

の理由で不起訴処分としております。 

 告訴後、三沢警察署から平成２５年１月８日から５月２７日ま

での間に延べ２２回の事情聴取が行われております。そのほか

に、使途不明金の補塡方法の方針決定や民事対応のための弁護士

依頼、町内会や各関係機関に不祥事案に関する取り組みの経過や

現状報告なども行っております。 

 また、不起訴処分決定前の７月２７日には、解決方法の１つと

して、委任弁護士が遺族と第１回目の交渉を行ったことや、９月

２日には理事会を開催し、事務局長ら２名の懲戒処分と補塡の具

体案を内部検討するための検討委員会設置を決定したとの報告

を受けています。 

 以上です。 

 そういうことで、９月２日の理事会が終わった後の報告という

ことで、９月５日になったのではないのかなと推察しておりま

す。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 報告資料で見ますと、今、町長が不起訴処分に７月２７日に委

任弁護士と遺族と第１回目の交渉をしているんだというふうな

ことですけれども、そうすれば、少なくとも直ちに町に報告して

議会にも報告できたのではないかなというふうな気がしますけ

れども、これを見ますと、それぞれ事情があったのかなというふ

うに思いますけれども、ただ、この弁護士の費用、幾らかとこの

前聞いた時に、２００万３，２４４円ですか。そのほかに成功報

酬が出てくるというふうなことで説明を受けましたけれども、こ

の経費というのは、社会福祉協議会の中のどの部分から支出をさ

れるというふうなことで報告を受けているか、お聞かせをいただ

きたいと思います。 
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 佐々木議長  答弁を求めます。 

 介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（松林泰之君） 

 それでは、お答えをいたします。 

 弁護士費用の支払いの区分でございますけれども、詳しくはど

の会計の何々から支払いするというのは、直接伺っておりません

し、私が聞かなかったのも悪いのかもしれませんけれども、私と

すれば、法人のほうの法人運営事業のほうからの支出になるのか

なというふうに思っております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 私も、平成２４年の社会福祉協議会の決算書をいただきまし

た。そのあたり、これはどこに入っているのかなというのがちょ

っと確認できないわけです。 

 ですから、これについては、例えば、これは不明金にかかわっ

て発生した弁護士費用ということになれば、誰かがその補塡額と

合算して解消していくのかなというふうな思いがあります。 

 社会福祉協議会事業の、例えば、町ですと一般会計の経費とし

て出していくのか。その２，１５０何万円に弁護士費用を加えた

額を今度は解消するために役職員で補塡していくというふうな

のが、ここのところちょっと理解ができません。これは報告にな

っていないですか。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。 

 介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（松林泰之君） 

 弁護士費用のほうの件でございますけれども、改めて、ここの

会計区分については後刻、報告したいというふうに思います。 

 あと、補塡のほうの関係等については、これまでの方針決定の

とおりで、第一義的には回収できるまでは回収するよと。できな

い場合については職員らでそれぞれ在職期間等加味しながら補

塡するというのみの報告しか受けておりません。 

 以上です。 
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 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 それでは、今言ったところについては、確認をして私のほうに

お知らせをいただきたいと思います。 

 あと、役員の責任とこの不明金の補塡方法については、今、裁

判所、弁護士費用とかそういうふうなものも含めて、まだ未確定

だというふうなことですけれども、私は長期にわたって役職員が

かわっていないわけですよね。本来、社会福祉協議会の運営につ

いては、各種民生委員、それから保育関係者、それから施設、学

識経験者、そういうふうなもので構成されていまして、本来、そ

ういうふうな組織体であれば、役員は少なくとも２期なりで交替

すべきだと、私はこう思っていたんですけれども、それが非常に

長期化して、しかも三役そのまま。かわったのはたしか副会長１

人だけだと思いますよ。 

 そういうふうな中で、会が運営されてきて、今こういうふうな

不祥事になって、私は確かに３席、 山議員が質問をして、その

少額の報酬だというふうなことですけれども、同じ法人でも報酬

のない団体もあると思います、町から補助金をもらって。そうい

うふうな人方は、じゃ同じような形で事件が発生した時、そうい

うふうな思いでいいのかと。私は最低でも道義的責任が生じると

いうふうに思うんですけれども、この辺は、今報告の中にもあっ

たように、新聞にも出ています。事務局長ほか役職員１名処分。

民事に移行してこれからやっていこうとする時に処分をしてい

る。事件が解決していないうちに身内の職員を処分するというふ

うなことについては、 山議員も言っていますけれども、私は納

得できないです。自分の気持ちとすればですよ。少なくともそう

いうふうな部分があるということ、決着した時点で処分をすると

いうふうなのであれば私はいいと思いますけれども、この辺、町

長、三役とかそういうふうなことについて責任を感じているとい

うふうに感じていますか。どうですか。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。 

 町長。 

 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－８２－ 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 平野議員、大変申しわけないんですけれども、（２）、（３）を

飛ばしてもよろしいですか。答弁書はできていましたけれども。

続けたほうがいいですか。（「はい」の声あり）では、続けてやっ

て、今のことも関連づけてお話ししたいと思います。 

 もう９月５日にほとんど報告を受けているので、頭には入って

いることと思いますけれども、改めて、答弁書のとおり答弁させ

ていただきます。 

 使途不明金は２，１５４万５，７７６円であります。 

 弁護士費用は、刑事告訴に関する着手金・報酬・日当の支払い

は８３万８，８７４円、民事対応分の着手金として１１６万４，

３７０円を支払っているとのことであります。 

 今後の活動日数における日当、不明金回収額による成功報酬額

が、今後、支払いされるとのことであります。 

 以上です。 

 次に、３番目の答弁に移ります。 

 役員の責任と不明金の補塡の方法はということですね。 

 先般、議会に対する報告においても、役員の責任ついて説明さ

れませんでしたので、お答えできる状況にないことをご理解いた

だきたいと思います。 

 使途不明金補塡方法の方針については決定をしており、今後、

遺族側との解決により、補塡方法が決定するものと思っておりま

す。 

 以上です。 

 そのほかに、今、追加で質問があった考え方ですけれども、私

なりには何かの事情があって職員を先に処分したのではないの

かなと。ここではうかがい知れませんけれども、何かあったので

はないのかなという気がしておりますし、本来であれば、平野議

員ご指摘のとおり、ある程度、事件が決着した時点で処分するべ

きものかなと、私は役場ではそういうふうにしてきたつもりです

けれども、何かそこで社協独特の事情があったのではないのかな

と推察しております。 

 また、会長・副会長は、先ほど 山議員にも答弁したとおり、

相当の責任は感じていると思いますし、また、それなりの覚悟は

しているはずであります。 

 しかしながら、いろんな部分で、もし町として要望なり要請な
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り、要望というのは失礼ですけれども、要請ですね。要請できる

ことがあるとすれば、それなりに責任の取り方あるいは返済金の

早期確定あるいは早期時期の明確化、そういう部分で、指導では

なく、あくまでもお願い的立場の要請は、これから時期を見なが

らしていかなければならないのかなという思いがしております。

そういう考えを持っております。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 ９月３日の新聞ですと、そういうふうな処分をしたと。それか

ら、被疑者が死亡しているんだというふうなことで不起訴処分と

なって、弁護士双方で遺族側と協議する方法が確認されたという

ふうなことで載っていますけれども、「賠償が行われない場合、

不正経理のあった期間内に在籍していた役職員らで穴埋めする

方針に変わりはない」というふうなことで載っております。この

「役職員ら」というのはどの範囲を指すか。例えば、理事、事務

局、それから評議員、評議員会もありますから。この中で、今私

が言ったのを指すのか、この辺確認をしたいと思います。 

 

 佐々木議長  介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（松林泰之君） 

 お答えをいたします。 

 支払いの件でございますけれども、これまで私ども社会福祉協

議会からいただいている補塡方法の文面でいきますと、「当時の

責任ある職員らに対して」と、いわゆる「職員らに対して」です

ので、今、平野議員お話をされたのは、多分、新聞に報道されて

いる文言ではなかったのかなというふうなことでございまして、

私どもに社会福祉協議会から補塡方法の方針についての報告文

書には、「職員ら」という文言になっておりますことでご理解を

いただきたいと思います。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 そうしますと、今、私が質問した理事・事務局・評議員、では

理事とか評議員は対象にならないで、「当時の職員」ということ
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になりますと、平成１８年以降の事務局長、次長、というふうな

ことの２人というふうなことで理解していいですか。 

 

 佐々木議長  介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（松林泰之君） 

 「職員らに」というふうな文章の表現になっていますので、こ

れが職員だけなのか、「ら」が入っていますので、理事のほうに

も行くのか、これは社会福祉協議会の今後の内部決定事項という

ふうに理解していますので、今、この時点での、この場での私か

らの答弁はできないということでご理解をいただきたいと思い

ます。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 今、課長が言ったのは、報告の中ではもう理事会で決定してい

るという報告が出ているわけですよ。それを、この新聞ではさら

にその前に決めた決定事項について確認をしたというふうに新

聞記事になっているわけです。ですから、少なくても、「職員等」

というふうなことになれば、範囲がちゃんとあるはずですよ。こ

の辺、担当課長としてその理事会とか評議員会とかそういうふう

な部分に出席して、現場のそういうふうな会議の状況把握をした

のかどうか。そこ、１回もありますか。 

 

 佐々木議長  副町長。 

 

答弁 副町長 

（西館芳信君） 

 直接、職員の範囲、賠償を補塡すべき範囲について言及はして

おりません。しかし、今まで何回か話をした中で、私としまして

は、当然、その「職員ら」というのは、職員と理事会の役員とい

うふうに考えておりました。それはあくまでも経営する者と、そ

して、実際の仕事を執行するものの２者ということです。 

 ですから、これを突き詰めなければわからないんだけれども、

評議員は入っていないというふうに私は解釈しておりました。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ３番。 
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質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 副町長の表現、私もそれでなるほどなと思いますけれども、た

だ、この金額を職員に補塡させる、本当にこれで、不祥事があっ

たからいいのかというふうな、胸が痛むんです。というのは、も

うこの事件が発生してから１年以上もたっているわけで、私もそ

の知っている職員、見るに堪えません。今このままで行ったら、

第２の犠牲者も出る可能性があるのではないかと私は心配して

いるんです。双方弁護士を立てた。じゃ調停でこのぐらいの額と

決定になった。それを引いた額を自分たちが負担しなければなら

ないというふうな思いを持っているわけです。 

 その職員は、子育てもしている、家庭も守らなければだめだ、

いろんなものを秘めて仕事をしているわけです。仕事は好きなん

だけれども、その心境を聞いて、私は本当にこれだとまたさらに

犠牲者が出てくる可能性があるのではないかと。 

 やはり、行政とすれば、少なくとも安心安全に仕事をして頑張

ってやっていけるというふうな部分を適切にアドバイスしたり、

指導をしたりすべきだと私は思っていますけれども、今のままで

行きますと、常に行政が一歩引いて見ているというふうな感じ

で、なかなか町長の言う思いというのも伝わっていないし、それ

から、社協の三役の部分でも職員を守ろうとか、そういうふうな

思いというのは全然報告の中に１行も出ていませんよ。ですか

ら、私は道義的責任とかそういうふうなのを言っているんです。 

 もし、こういうふうな形で犠牲者が出た時に、誰がそういうふ

うな形で残念だとか、そういうふうな言葉で言えますか。そこの

ところをもう少し行政的にも配慮すべきだし、やってほしい。そ

ういうふうに思います。 

 私は前の説明会の時にも聞きましたけれども、職員には補塡の

法的根拠がないというふうに確認しています。そういうふうなの

に理事会が決定できますか。私はこれはおかしいと思うんです。

法的責任がないのに、幾ら理事会が最高決議機関であっても補塡

させるというふうなのは。私はとてもじゃないけれども、こうい

うふうな団体に対し、町が全然手をこまねいているということに

ついて、私はもっと町長として、いろんな意味で指揮権を発動す

べきだと思うんですけれども、町長どうですか。 
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 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 今の我々事務方の知り得ている情報にあるいは資料によりま

すと、町としては、先ほど平野議員ご指摘のような指揮権あるい

は命令権はないものと思っておりますので、先ほども答弁したと

おり、要請ぐらいしかできないのかなという思いでおりますの

で、これからも今のそういう意見もあるよと、平野議員のような

考えの人もいるよということも含めて要請はしたいと思います。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 それでは、７番の事業継続について。 

 まず、平成２４年度のこの決算を見ますと、社協会員が５，７

２３世帯、５７２万円の会費が納入されています。あと賛助会員、

特別会員というふうなことで５９３万５，０００円が会費納入に

なっていますけれども、今現在、この会費の納入、平成２５年度

は、先ほど１番議員が町内会の数を確認したら５６の町内会があ

るというふうなことで一般質問で確認していますけれども、この

５６の町内会のうち、その会費を８月末現在でどういうふうな納

入状況になっているか、まず教えていただきたい。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。 

 町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 平野議員にお答えしますけれども、先に事業継続について答弁

しますので、その後、２回目、３回目ということで、今の質問に

答弁しますのでご了解ください。 

 平成２５年度の町社会福祉協議会に対する補助金と委託事業

は総額で５，３５１万６，０００円の予定となっております。 

 内訳は、補助金が３，８３９万１，０００円で、主に人件費で

あります。 

 委託事業は１１件で１，５１２万５，０００円、うち高齢者福

祉事業に関するいきいきサロン事業、軽度生活援助事業及び食の

自立支援事業など、８件で８８２万円、福祉施設管理運営委託は

３件で６３０万５，０００円となっております。 
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 そこで、ご質問の事業継続でありますが、人件費については合

併前から補助していることあるいは高齢者福祉サービス事業に

関しては、高齢者が安心して地域で生活できる支援が必要である

こと、また、福祉施設管理委託については、社会福祉協議会事業

との関連もあることから、今後も事業継続を予定しております。 

 以上です。 

 先ほどの関連につきましては、答弁させます。 

 

 佐々木議長  介護福祉課長。簡潔に。 

 

答弁 介護福祉課長 

（松林泰之君） 

 お答えいたします。 

 一般会費の納入状況報告のみしか手元にございませんので、そ

れでご理解をいただきたいと思います。 

 平成２５年８月２６日現在でございます。４２２万円で、対前

年比１１０万６００円の減というふうなことになっております。 

 このうち町内会がまだ会費集金中ということで、この中には含

まれておりません。 

 それから、それ以外の集落で、特段、昨年度と比較して、ゼロ

に近いと言ったほうがいいかもしれませんが、４町内会がありま

す。いずれにしても、金額の多い、少ないは別としたとしても、

全町内会５６町内会からは寄附の納入が行われるあるいは行わ

れる見込みであるというふうなことであります。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 この会費は１世帯１，０００円というふうなことで出していま

すけれども、事業に少なくとも町民が参画しているわけですよ

ね、各世帯が。そういうふうなことから行きますと、さっきも町

長に言ったように、職員にはやはり安心して仕事をできるような

環境整備をちゃんとすべきだし、また、町民から私はこういうふ

うな説明とか会議の議事録とかそういふうなものの公開があっ

た場合は、会員として要求があったら私はできると思いますけれ

ども、ここのところが１つと、今もう時間がないからあれですけ

れども、あとは、町の委託事業について。 

 今現在、民間の法人がいろんな形で事業参画してきています
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よ。例えば、ＪＡだってそうですし、ここの事業をやっています。

このほかに個人の法人だってやっていますよ。そういうふうなも

のからいきますと、もっと調査をすることによって、社協以外の

部分でも事業を、その職員をちゃんと引き取ってやりますという

ふうなところがあるかもわかりませんよ。病院の事業だってそう

でしょう。業者が変わっても職員はそのまま引き継いで、会社が

変わっても状況を変えないでやっているわけです。 

 この福祉事業だって、これからは検討すべき時期ではないです

か。こういうふうな不祥事があるところについては。ここをお聞

きします。 

 

 佐々木議長  副町長。 

 

答弁 副町長 

（西館芳信君） 

 確かに、事業の継続ということにつきましては一考する余地が

あるなというふうに思っております。 

 まず第一に、果たして、今回の社会福祉協議会のこの事件が、

社会福祉協議会が今後事業を継続しがたい致命的な傷というか、

そういうものになるのかということを考え、そしてまた、町民の

皆さんの意見を聞いて、より効果的なレベルの高いものがほかに

でもあるというふうな意見等出ましたら、かつて私も議員時代に

は、「なぜ社会福祉協議会が第一なんだ。もっともっとニチイさ

んだとかいろんな業者が入って、今、公正に競争させたほうが競

争力がついていろんな面でよくなるのではないのか」というふう

な質問もした経緯があります。 

 そういうふうなことで、総合的にいろんなことを考えながら、

その点は考えを及ぼしたいというふうに思います。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 今、副町長の考え方を聞いて、やはり私は行政側とすれば、い

ろんな意味で、広い範囲で視野を広げて判断材料を持つべきだと

いうふうなことで納得できました。 

 本当に何回も言いますけれども、町長には職員をいろんな意味

で第二の犠牲者が出ないような配慮をしてほしいと。このことを

要望して終わります。 
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 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 

 今、平野議員からご指摘のありました職員の身分確保には全力

を尽くしあるいはまた、二度と再びそういう不祥事あるいは犠牲

者、被害者が出ないように、先ほども何回も言っております。要

請しておきますので、よろしくお願いします。 

 

 佐々木議長  これで、３番、平野敏彦議員の一般質問を終わります。 

 ５５分まで休憩いたします。 

  （休憩 午後 ３時４１分） 

 佐々木議長  休憩前を取り消し、引き続き一般質問を行います。 

  （再開 午後 ３時５３分） 

会議時間の延

長 

佐々木議長  一般質問を行う前に、時間延長をいたします。 

 ５席、１３番、西舘秀雄議員の一般質問を許します。 

 

質疑 １３番 

（西舘秀雄君） 

 議長のお許しを得まして、一問一答方式により一般質問をいた

します。 

 ことしの日本の夏は、「異常気象」という言葉をよく耳にいた

しました。集中局地的な豪雨、そして、この前発生しました竜巻

等、多大な被害が出たわけであります。被害に遭われた皆様には

心からお見舞いを申し上げます。 

 当町においても、震災以降、防災計画、また防災減災に対する

意識も高くなりまして、町長初め、また担当課、そして全職員が

より緊張感を持って万が一に備えていただければというふうに

思います。 

 通告どおり、１、２について質問をいたしたいと思います。 

 まず、おいらせ町から多くのスポーツ選手を輩出しよう。子供

たちに夢をという、スポーツ振興について質問に入ります。 

 先ほど、平野議員も申しておりましたけれども、ことしの県民

駅伝大会、大健闘でありました。私も生中継でテレビを見ており

ましたけれども、町長初め、関係者らの応援も選手に届いて、今

まで以上の結果を出したものと思います。 

 この質問は、ちょうど２年前に若干異なりますけれども、ほぼ

同じ質問を通告いたしました。不幸事がございまして、急きょ議
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長から許可を得て取り下げたわけでありますけれども、当時、そ

のことについて町長は、もう答弁書ができ上がっていたかと思う

んです。しかし、この２年間見ておりますと、私だけかもしれま

せんけれども、全く当町におけるこのスポーツ施設等が何ら変化

を見せない。変わっていないというふうに感じております。 

 スポーツ関係者、スポーツ談義をする中で、その選手の素質、

指導者の育成、そして、本人の努力がなければ、スポーツレベル

の向上はないという結論に至るわけでありますけれども、その結

論に至る過程において、その児童生徒によりよい施設を、さらに

いいものにしていかなければならない。 

 例えば、書いてありますように、野球場にナイター照明も必要

であり、また、サッカー場の新設、この前、県大会でサッカー、

見事に優勝いたしましたけれども、その新聞報道の写真を見ます

と、芝生での競技であります。芝生で練習をしない、土で練習し

ているおいらせ町の選手がよく芝生で優勝したなと、本当に大し

たものだなというふうに新聞を見ておりました。 

 以上のように、町長、①は教育長の答弁になるのか、町長にも

聞きたいのですけれども、書いてあるように、町の力強いバック

アップが必要かと思いますけれども、まずこの点についてお伺い

いたします。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。 

 教育長。 

 

答弁 教育長 

（袴田健志君） 

 西舘議員にお答えをいたします。 

 町長ご本人の言葉でということであれば、再度ご質問いただけ

ればと思いますが、私から申し上げます。 

 まず、町のスポーツ施設の整備・新設についてでありますけれ

ども、さまざまな関係者からさまざまなご要望をいただいている

ところでありますが、今のところ、大規模な改修や新たな施設の

新設についての計画はございません。 

 内部でいろいろ話もしているのでありますが、今、例えば、サ

ッカーなどで使っている多目的のグラウンドが町内で２カ所あ

りますけれども、文字どおり多目的で使っているものですので、

全面に芝生を張るのは今はどうかなという、そういう意見もあり
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ます。等々で、今のところ新たな施設の新設の計画はございませ

ん。 

 次に、外部からの指導者の招致など、バックアップ体制につい

てであります。 

 スポーツ少年団の指導者は、今年度は９４名の方々に委嘱をし

ておりますが、その方々の指導に対して、さらに高い水準のもの

をということであれば、外部の指導者、スポーツトレーナーやド

クターによる講習等も十分理解できますので、指導員の方々の要

請・要望等を聞きながら考えてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

 

 佐々木議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（西舘秀雄君） 

 新たな施設は無理という答弁でありましたけれども、やはり、

児童生徒だけではなく、社会人として野球をやっている選手の皆

さんも、仕事が終わってから野球、照明のあるところで練習をし

ていけば、おいらせ町の野球のレベルというのは他町村に劣らな

いぐらいのレベルになっていくものだというふうに私は信じて

おります。 

 ぜひ、財政的なものとか、そういうものじゃなくて、とにかく

環境を整えてやるということ、少しずつ、数年度にわたっても取

り入れていただければというふうに思っております。 

 おいらせ町のスポーツ競技、数多くあるわけですけれども、ス

ポーツには必ずけががつきものであります。このスポーツトレー

ナー、またスポーツドクターから練習・試合後の体のケアといか

にけがをしないプレーをするか、そういうことも含めて、ぜひこ

ういう講習等を導入していただければというふうに思っており

ます。 

 現在、指導者９４名、さらにふやして、あらゆる角度からそう

いう指導というものも必要かというふうに思っております。 

 次の②と③について一括で質問しますけれども、現在、町長杯

の名称がつくスポーツ大会は何大会あるのか。それと、町長から

子供たちに大きな夢を与えるメッセージをいただければと思い

ます。 
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 佐々木議長  答弁を求めます。 

 最初に、教育長。 

 

答弁 教育長 

（袴田健志君） 

 まず、先のご質問のほうにお答えいたします。 

 現在、町あるいは教育委員会で主催するスポーツ大会で町長杯

等の名称をつけた大会はございませんが、ソフトテニス協会の主

催によって「おいらせ町長杯争奪インドアソフトテニス大会」と

いうものが開催されております。 

 以上でございます。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、お答えします。 

 「健康な体に健全な心が宿る」と言われておりますとおり、子

供たちの健全な育成にスポーツは欠かせないと思っております。

それは、スポーツを通して単に身体的な成長を促すだけでなく。

努力することや人との絆など、人間として大切なことを学ぶこと

ができるからだと思っております。 

 子供たちが心身ともに健やかに成長し、さらには、みずからの

可能性を開花させ、自分の夢を実現できればこれほどすばらしい

ことはありません。 

 ７月初めでしたが、町内の３つの中学校に出向き、中学３年生

と将来の夢について懇談する「十五の春と語る」を行いました。

その中で、子供たちがさまざまな学業、職種に希望を抱いている

ことを知り、大変頼もしく感じております。 

 私からも「学校や職業によしあしはない。学校や職業によって

難しいもの、そうでないものがある。しかし、世の中には必要と

されていない職業、むだな職業はない。必要とされて、全ての職

業が成り立っている。何事も真面目に一生懸命取り組んでほし

い」と伝えました。「スポーツも同じことで、上手や下手がある

かもしれませんが、何事にも好奇心あるいは発想力、そして、向

上心を持って取り組んでいただきたい。ぜひ将来なりたい姿、か

なえたい夢を持ち、夢の持つ大きな力を信じ、努力を惜しまず、

目標に向かって進んでいただきたい」ということを強く伝えてき

ました。 
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 以上です。 

 

 佐々木議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（西舘秀雄君） 

 まず、教育長の答弁で、町長杯の名称がつく大会はゼロという

ことで、今後計画しているみたいですけれどもね、グランドゴル

フ協会においてもですね。 

 そして、町長の答弁で、子供たちにそういうメッセージを出し

たということでありますけれども、いわゆる子供たちにとって、

町内の児童生徒にとっては、町長杯という名称がつく大会に参加

して優勝するという大きな励みとなって、それが町長の大きなメ

ッセージであるというふうに私は思っております。 

 特に、ことし、町内の小学校の学童野球大会、これは大変すば

らしい開会式でありました。というのは、そのリーグ戦で優勝す

れば、それぞれの大きな大会を選べる大会でありまして、町内の

児童はもう目が輝いて、大変すばらしい開会式でありました。 

 そして、もう１つすばらしかったなというふうに思っているの

は、教育長の挨拶であります。やはり、子供たちに夢を与えるよ

うな話をするというのは非常に大事で、そして、さらにすばらし

かったのが、開会式終了後の試合直前の教育長の始球式。すばら

しい投球でありました。敬服いたしました。私は肩を脱臼してお

りまして、もう投げられない状況なんですが、さすが、教育長の

肩はまだ健在だなと感じたわけであります。 

 ぜひその町長杯を新設して、ぜひ子供たちに夢を与える大会を

多くつくっていただければというふうに思います。 

 次の④のスポーツドーム建設に向けて調査検討しているのか

と。これは、 山議員と重複する質問でありまして、町長の答弁

ですと、調査検討しているところと。そして、これは公約でもあ

って、「私の夢である」というふうに答弁されましたけれども、

子供たちの夢というのは、将来プロを目指すとか、そういうこと

は一向に構わない夢でありますけれども、町長選挙の公約で「夢

である」というのはよくないことなんです。「必ず実現するため

に、数年かけても私はこれに取り組んでいきます」というふうに

答弁するべきであって、夢というのは、ちょっといかがなものか

なというふうに思っております。ぜひ、先ほどの答弁を覆して、
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「必ず実現に向けて頑張ります」という町長の答弁をいただきた

いと思います。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 まずもって、町長杯のスポーツ大会ということを催すと。教育

長が１つしかないという答弁でありました。 

 実は、子供たちのサッカーが優勝して、静岡県まで行って、担

当のたまたま役場の職員がその子供サッカーの監督をしている

ということで、公休が欲しいと来たので、「ぜひ行って活躍して

こい」と言って励ましてやったんですけれども、さっぱり報告が

ないもので、先日、わざわざ出向いて結果を聞きましたら、１勝

５敗とかと言ったから、報告するにちょっと、「公休を取ってい

ったから行きがかりしていました。失礼しました」といって笑っ

てきましたけれども、そういうことも含めて、大変子供たちを指

導しているサッカーあるいは野球、あるいは別のスポーツ等もあ

ろうかと思いますので。 

 今、子供たちを励ましてずっと年の上のグランドゴルフ協会か

ら町長杯のない町の大会はおいらせ町だけですから、何とかして

ほしいという、体協を通じましてグランドゴルフ協会から要望が

ありまして、私もそうですかと、そういうことであれば出さざる

を得ないというんですか、積極的に出しましょうということで返

事をしましたところ、もう優勝旗を注文しているみたいです。 

 ただ、まだ大会は開催されていないので、今の答弁には出せな

かったんですけれども、西舘議員からこういう質問が出たという

ことで、大変、先手を打ってよかったなと今思っております。 

 そしてまた、ドームに関しましては、「夢ではだめだ、決意だ」

と、こうお話を訂正しろという話でしたけれども、実現すること

が夢なので、ただ建てたいなという夢じゃなく、実現すれば夢が

かなったということになろうかと思いますので、訂正しなくて

も、実現に向かって進んでいるなということでご理解いただけれ

ば大変ありがたいと思いますし、何とか今の子供たちがちょうど

７年後のオリンピックに向かって、もしかすると我が町からも何

かの競技にどういう選手が出るかもしれませんし、そうなればま

た大変町民の励みになると思います。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－９５－ 

 ただ、あるコメンテーターが言っていたのを、大変私もなるほ

どと思いましたけれども、オリンピックは別に１位、２位になら

なくても、世界中の国が一堂に会して競技して、国が仲良くなれ

ばオリンピックあるいはパラリンピックの成果は全うできるの

ではないかなという話でありました。また、そういうことにより

まして、観光客も来るあるいは地域の経済効果も生まれるという

ことですけれども、それはあくまでも付属として扱えばいいの

で、オリンピックはやはり、先ほども言いました、世界中の人々

がスポーツを介して仲良くなることであるというふうな話を聞

いて、私もなるほどなと改めてそう感じまして、余り「勝て勝て」

という感じで暴力あるいは罵声を浴びせるような指導方法は控

えていかなければならないし、そういう部分を含めて、西舘議員

もまたスポーツをやるお子さんをお持ちのようですから、そうい

うことも含めて、これからもご助言いただきながら、スポーツを

介した、またスポーツの進んだおいらせ町にしていくよう努力し

たいと思いますので、訂正しなくてもそういう夢がイコール実現

しなければならないという目的を持って臨みたいと思いますの

で、よろしくご理解いただきたいと思います。 

 

 佐々木議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（西舘秀雄君） 

 私もドームのことについては、町長の公約であって、多くの方

からよく聞かれるんです。 

 まず、夢をということではなく、必ず、本当にそのドーム建設

という公約が入っていて、町民の方、多く投票した方もいると思

うんです。この４年間ずっと待ってきた。でも、ここでさらに、

答弁を覆さなくてもいいんですけれども、やはり、有権者の方々、

町民のスポーツ関係者、子供たちに、断念するなら断念するとは

っきりここでするか、まず、先ほど 山議員に対する答弁で、来

年審判を受けると言いました。いわゆる出馬表明というふうに私

は受けとめております。 

 ぜひ、ただの公約、選挙を有利にするためのものではないよう

に、ひとつフェアな公約に基づいて取り組んでいただければとい

うふうに思っております。 

 次の２番目に入ります。 
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 これも２年前に通告した一般質問であります。 

 この２年間において変化がありました。 

 向山駅では、私も行ってみました。「おらんどの博物館～向山

駅ミュージアム」という看板が出ております。町内、地元の有志

の方々で努力をしているわけであります。 

 そして、今月は７日と２１日、両土曜日ですけれども、朝９時

から向山市が開かれて、１００円で野菜の販売をしております。

キャベツ、ジャガイモ、カボチャ、ほとんどがおいらせ町産かと

いうふうに思うんですけれども、この駅前の活性化を図る考えは

ないのかということで、町長の答弁の前に担当課長から、この向

山駅で開催している向山市、ご存じですか。担当課長。 

 

 佐々木議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（澤田常男君） 

 お答えいたします。 

 向山市につきましては、向山駅愛好会のほうで主催して、春か

ら秋ぐらいまで、月２回程度開催しているというふうに承知して

おります。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（西舘秀雄君） 

 それだけ地元の方々が非常に努力をしているということで、こ

れは町としても力を入れて、バックアップしていかなければなら

ないのかなというふうに思っております。そういう町内会等か

ら、このことについて要望等は全くなかったのかなというふうに

疑問を感じているんですけれども、まず、これに対する町長の答

弁をお願いいたします。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 まずもって、向山の鉄道を愛する、当初は鉄道を愛する会とい

うような感じで発足した会と伺っておりますし、その当時は会長

さんがまだ向山町内会の会長も兼ねておられまして、その後、町

内会長さんが変わって、自分は今、向山のミュージアムといいま
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したか、そういう部分で、あれより混んでいるんですよというこ

とで、私のところに事あるごとに来て報告してくれますので、私

も現地にも２回ほど行って見ております。 

 そこで、本当に思いがけない人が来ているなという気がしてび

っくりしたんですけれども、私の知っている人ですけれども、な

かなかそういうのに関心のない方だと思って、ふだんはもう日曜

日は家にいる人かなと思っていましたら、手伝いに来ていると。

毎回来ている、休みのたびに来ているというふうな話を聞いて、

鉄道というのは隠れた愛好者がいるものだなと感心をしており

ました。 

 また、先般、新聞等でも皆さんご存じのとおり、イオンから昔

のトロッコ列車というんですか、そういうものも寄贈されたとい

うことで展示しているし、また、先ほど、西舘議員がおっしゃっ

た野菜を出荷している地元の農家のお話も聞きましたし、「一番

先に売れるのがイチゴだよ。値段は１００円均一だよ」という話

で、たしか川口さんと言っていましたけれども、その下の名前ま

でわからないです。もう１人の方は、はぎれ野菜というんですか、

そういうものをどれも１００円にして売って、それ以上高いと売

れないと思うので、１００円の値段をつけるものだけ出してくれ

ということでやっているという話を聞きました。 

 そしてまた、あの会長さん、気軽な方ですし、「残ると私が全

部引き取って買っていっているんですよ」と。「それじゃ大変な

負担になるでしょう」と言いましたら、「いやいや大丈夫です」

という話でした。 

 そしてまた、「行政からお手伝いは要りませんか」と言ったら、

「全く要りません。我々楽しみでやっているから。ただ役場の職

員、町内の方の手伝いはお願いしているけれども、役場から金く

れとか職員を出してくれなんていうことは毛頭考えていない」と

いうことですね。「それであれば、町内の模範的団体の１つだな」

という話をして、感謝してやりましたけれども、ただ、町から助

成されるとすれば、ハートピア助成で何かの時に、前にも対象に

なったといいましたか、これからも申請する場合もあるかもしれ

ませんけれども、その時はよろしくという状況報告ですね。私は

その程度しか認識しておりません。 

 以上です。 
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 佐々木議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（西舘秀雄君） 

 地元の方々は行政からの支援は要らないということでありま

すけれども、私は、合併してうれしかったことは、地元に駅が２

つあるということで、大変私はうれしく思ったんですね。ただ、

議長時代も、下田祭りで下田駅前に行くと、あれだけにもにぎわ

うお祭りであって、ふだんは、たまに子供を迎えに行ったりする

と駅前が閑散としている。向山駅もそうですが、これをどうにか

にぎわいのある駅前にできないだろうかということは常々、もう

２年も前から思っておりました。 

 ぜひ支援が要らないというふうな中においても、商工観光課と

して前向きに考えていかなければいけないものだというふうに

私は思っております。 

 特に、向山駅前には向山ふれあい広場公園ですか。非常にきれ

いに整備されている公園があります。あの活用というのも考えて

いけば、何か考えて、商工観光課で何か考えていってほしいなと。

それだけの優秀なスタッフがいるんですから、下田駅前も含め

て、ぜひこのことについていろいろ協議をしていただければとい

うふうに思います。 

 ちょっと話を聞いたんですけれども、この向山駅で１１月です

か、駅弁の、有志の方々による駅弁の販売もする計画が予定され

ているというふうに聞いております。ぜひ、私は海産物とか声を

掛けました。１２月からホッキ解禁であります。ぜひおいらせ町

の特産物、農産物を何とか駅前で、何か朝市を開催してできない

ものか、ぜひ協議をしていただければなと。そういう協議をする

場というのはあるんですか。 

 

 佐々木議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（澤田常男君） 

 駅前についてという考え方での協議の場は特にございません

が、活性化策としていろいろ話題になるのは、観光協会なり、町

商工会のほうとの活性化事業であったり、そういう場で話題とし

て出ることはございます。 

 以上でございます。 
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 佐々木議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（西舘秀雄君） 

 先ほど申しましたが、これは２年前に通告して答弁書もできて

いるはずです。その後２年間、一向に協議をしていなかったとい

うことですよね。 

 私は野党ですから、野党という言葉はよくないかもしれない。

２年間も協議をする場もなかったし、協議もしなかったというこ

とですよね。議員が一般質問で提案したものですよ。当時は取り

下げたものであります。恐らく、あなたも商工観光課にいなかっ

たかもしれない、２年前は。 

 でも、失礼じゃないですか。幾ら取り下げても議員の提案です

よ。協議をしないというのはどうなんでしょう。きょう、取り上

げました。これからも協議はしないんですか、町長。最後です。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 私は私なりに思いもあって、青い森鉄道の株主でもあるもの

で、何とかこれが廃線になると地域に大変なデメリットが出るな

ということで、青森に行ったついでに青い森鉄道の社長に何とか

面会させてほしいということで、面会を昨年してきました。 

 その中においては、４５号線の拡幅で用地買収その他協力願う

部分もありましたけれども、青い森鉄道を存続させるためにはど

ういうことがあるだろうなということで話をして、私のアイデア

として、せめておいらせ町に生まれていても青い森鉄道に乗った

ことのない子供もあるのでないのかなという気がして、「これは

義務的に町で予算をつけても、４年生ぐらいの子供たちを１回は

列車に乗せて、下田・向山間でもいいし、もしかしたら三沢、青

森まででもいいし、そういうこともどうでしょう」と社長に言い

ましたら、「それはいいことだ。沿線の全町に働きかけてほしい

な」と言ったら、「そう考えます」と言ったっけ、そちらもまた

返事がないのでどうしているかわかりませんけれども。 

 ですから、そういうことも含めて、会議は持たないとしても、

私個人でそういう働きかけとか、少しではありますけれども、動

いておりました。 
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 これから、今、議員提案もありましたし、改めてその動きをも

う少し大きくして、あるいは町内の会議として発展的にしていけ

ればまた活性化にもつながるかと思いますし、また、下田駅の活

性化もこの議場にも町内会長さんもおられますので、そういう部

分を今聞いていると思いますから、そういう部分でまた新たな提

案等が来るかもしれません。 

 私はそういう部分で、やはり、西舘議員が駅が２つあるという

ことでうれしかったということでありますので、何とかそれを存

続させるために、赤字を黒字にするように我々も協力をしなけれ

ばならないとは感じておりますので、もう少し時間をいただけれ

ばと思います。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（西舘秀雄君） 

 最後になります。 

 私も時折電車に乗ります。鉄道マニアではありませんが、電車

は小さいころから大好きで、よく見にいったものであります。 

 １年に１度でもいいですから、そういう企画を立てて、三戸ま

での運賃８９０円、野辺地も８９０円です。青森まで１，７５０

円。これが岩手県に行くと、大方千二、三百円ないし１，５００

円で行けると思うんです。岩手の山合いの駅からこの下田・向山

に、朝市なり、１年に１度でいいですから、どれだけの集客があ

るのかなと。海産物を求めて来る人があるのかな。おいらせ町の

ホッキを買いにくるのかな。そういう想像が湧くんですよ。ぜひ、

一議員でこれだけ湧くんですから、商工観光課が発想が出ないで

どうするんですか。 

 ぜひ、きょう提案しました。協議してください。駅前を活性化

させるようにひとつお願いをして終わります。 

 

 佐々木議長  これで、１３番、西舘秀雄議員の一般質問を終わります。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 ６席、９番、吉村敏文議員の一般質問を許します。 

 

質疑 ９番  平成２５年度９月定例会において、議長の許可を得まして、一
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（吉村敏文君） 問一答方式による一般質問をいたします。 

 通告順に従って質問をいたします。 

 第１点目、町道二川目４８号線整備どうするのかについてであ

ります。 

 この路線の整備については、１０数年前に、町との協議で整備

をするとのことから、地権者数名が町に土地を寄附しておりま

す。 

 しかし、その後、何年経過しても整備の様子もうかがえない。

また、町からの説明もないとのことです。 

 この件について、町として今後どのように取り扱いするのか、

町長の答弁を求めます。 

 

 佐々木議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 ６席、９番、吉村議員のご質問にお答えします。 

 ご質問のありました路線は、国道３３８号線から町道黒坂三沢

線との間に位置する東西に延びる、延長約１キロメートル、幅員

約３メートルの砂利道であります。 

 しかしながら、本路線西側の終点部は、町道黒坂三沢線の手前

が農地で、町道には接続しておらず、行きどまりとなっておりま

す。町道沿線の土地は、畑や山林として利用されております。 

 昭和５６年１０月に本路線の西側、山林地域の延長約２７０メ

ートルの９筆について、８名の方から町に対して道路用地として

寄附採納となっております。当時、どのような経緯で寄附に至っ

たのか、また、寄附に際して町と土地所有者との間でどのような

話し合いがなされたのか等、当時から既に３０年以上が経過して

おり、詳細については、現時点では不明でありますので、当時の

関係者から可能な限り事情をお聞きしたいと考えております。 

 当時と現在では、周辺の道路事情が大きく変化をしております

ので、現時点での本路線整備の必要性を十分考慮し、今後の対応

を考えていきたいと思っております。 

 以上で、答弁といたします。 

 

 佐々木議長  ９番。 
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質疑 ９番 

（吉村敏文君） 

 この路線については、やはり、３０数年前に地権者の方と協議

の上でなったということでありますが、私も地権者の方に事情を

聞きに行ったんですけれども、「もうおじいさんが亡くなってわ

からない。ただ、あそこに道路ができるよという話は聞いていま

す」ということでございました。 

 そして今、おばあさんがまだ存在していますので、その話は聞

けたんですけれども、息子さんのほうにはもう全然わからない

と、どういう経緯でなったかわからないし、そこには確かに町の

ほうに寄附したような杭も立っているので、そういう話は聞いて

いるということでございます。 

 ただ、その後、何も説明もないし、どういうふうになっている

かもわからないので、代がかわっていくとちょっとわからないこ

とが出てくるので、町の見解というか考え方を聞いてくれという

ふうな要請を受けて、今、質問しているわけですが、今あそこに

被災を受けました養豚業者もあの近くに整備をして、今営業して

おります。当時の状況と今の状況は違っているということでござ

いますが、私はまた、当時よりはもっと利用価値が出てきている

のではないかなというふうに思っているわけですが、その辺のと

ころは町のほうとすればどういうふうな考えでしょうか。 

 

 佐々木議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（倉舘広美君） 

 寄附に至ったのは、町長答弁ありましたように、昭和５６年、

今から３０年以上前ですけれども、私も当時、百石町役場建設課

の職員でありましたが、一番下っ端で、この件については、吉村

議員からご質問を受けるまで全く知りませんでした。 

 そして、当時の建設課の職員ももう全て退職しておりますの

で、職員の中で事情を知っている人は今一人もいないという形に

なってございます。 

 そして、寄附した地権者の中も、既に代がわりして、当時のこ

とを詳しく知っている方も少なくなっているということであり

ますので、まず、当時のことを覚えている方から当時の話を詳細

に聞くことがまず一番だと。それから、その次の手段を考えると

いうことになろうかと思います。 

 以上です。 
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 佐々木議長  ９番。 

 

質疑 ９番 

（吉村敏文君） 

 確かに３０数年が経過しているわけですから、なかなか当時の

ことをわかっている方も少なくなってきているということでご

ざいますが、私の知っている限りでは約１名、詳しく知っている

方がおります。その辺の方は、後でもし氏名を聞きたいというの

であれば教えることにいたしますけれども、いずれにしても、今

は推測でしかないんですが、やはり、必要だというふうな認識の

もとでこの計画は寄附採納を町側としても受けたものだと推測

します。ですから、今後、またどういうふうな利用で考えるかと

いうことも含めまして、これをもう一度どういうふうにするか、

地権者の方にやはり説明する責任は町側とすればあるのではな

いかなと思いますので、当時のことをわからないと、わかってい

る方も大分退職していないということなんですが、やはり、その

辺のところはもう一度調査をしてみて、地権者の方ともう一度、

わかっている方も含めて聞き取り調査をする気はあるかどうか、

もう一度確認いたします。 

 

 佐々木議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（倉舘広美君） 

 寄附を受けたのは、当時の百石町役場が受けたのは事実でござ

いますので、先ほども申しましたように、可能な限り、情報をお

聞きしたいと思いますので、その時は吉村議員も地元であります

ので、ご尽力賜ればと思います。その際はよろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

 

 佐々木議長  ９番。 

 

質疑 ９番 

（吉村敏文君） 

 このことに関しましては、私も最大限協力いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 そして、次の２番目、おいらせ町小中学校プールの存続につい

てであります。 

 おいらせ町小学校プール使用可能な箇所は４カ所と認識をし
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ております。そのプールも老朽化が進み、いつまで使用できるか

心配しております。父兄の方々からも存続してもらいたいとの声

を聞いております。 

 これに対して、町の考え方を答弁求めます。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。教育長。 

 

答弁 教育長 

（袴田健志君） 

 お答えをいたします。 

 質問の結びが、町の考えをということですので、まず私からお

答え申し上げますけれども、もし町のということであれば、再度

お尋ねいただければありがたいと思います。 

 町内の学校プールは、議員おっしゃるとおり、ことしの夏は４

カ所を使用いたしました。そのうち、甲洋小学校プールにつきま

しては、老朽度から判断して今年度限りとし、来年度からは、下

田・木内々・木ノ下の３小学校のプールのみを使用したいと考え

ております。 

 つきましては、百石・甲洋両小学校の児童のプールの利用につ

いては、これまで百石小学校からプールバスを運行してきたよう

に、来年度からは、百石・甲洋両小学校にプールバスを運行する

考えでおります。 

 利用プールは、当初は南部山か三沢市のプールを想定しており

ましたが、ことしの夏、町内のほかの３つの小学校のプールの使

用状況を、私も来年度からその心づもりがありましたので、意識

して随時見て回ったところ、町内の学校プールで十分対応できる

と見ており、来年度からは百石・甲洋両小学校の児童については、

今のところ、木の下小学校のプールの共用を考えております。 

 なお、基本的には学校プールの新設を求める考えはございませ

ん。 

 以上でございます。 

 

 佐々木議長  ９番。 

 

質疑 ９番 

（吉村敏文君） 

 甲洋小学校はことしで終わりということでございます。 

 百石小学校、百石中学校、これはもう廃止されているわけです

よね。それで、甲洋小学校もなくなると。プールバスで対応する



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１０５－ 

ということなんですが、私が危惧しているのは、私どもも昔なん

ですけれども、やはり、プールがない時代、勢いやはり海に行く

わけですよね、あの地域は。そうすると、私の同級生も海で亡く

なった人も何人かおります。どうしてもそういうふうな、やはり

子供になりますと、「危険、危険」と言ってもどうしても暑い時

が来ますとそういう水辺に行くと。そうすることによって、また

昔のように、また海での事故が多くなるのではないかと心配する

わけですよ。 

 やはり、今言ったように、大体におければそういう施設は廃止

をしていくと。金のかかるものはなくしていくということの答弁

に聞こえるんですけれども、やはり、私はそういうふうな安全性

とか、少子化になってもおりますので、百石地区が全部なくなる

ということに関しては、ちょっと疑問を持つわけです。やはり、

１カ所ぐらいはあっていいのではないかと。本町でも、奥入瀬川

でも水の事故がありました、昔はですね。それがプールがあるこ

とによってなくなってきているというふうな経緯を踏まえて、や

はり、なくすればいいというのではなくて、教育というふうなも

のを考えた時に、ただただなくしていくと。効率だけ考えていく

というのでは、ちょっと考えがどうかなと疑問を持つわけです。 

 私は、今のこの学校プール、夏休みなんかは学童保育をやって

いるわけですよね。利用しているわけですが、やはり、なくなる

と、こういうふうな暑い夏が続いた時にはどうしても学童保育の

担当職員の方もプールに連れて行きたいといっても、プールバス

云々ということでありますが、やはり、近くにそういう施設が１

カ所ぐらいはあってもいいのではないかなというふうに思いま

す。 

 そして、やはり、町民の方も父兄の方も、１カ所ぐらいあって

もいいのではないかと。何で全部なくして、全部木ノ下のほうに

持っていくんだと。 

 いや、これは本当に切実な、単純に考えてもそういうふうな形

になると思うんですが、その辺のことに関しまして、町長、どう

でしょうか。その辺のことは、地域性とかそういうふうなものを

考える余地はないでしょうか。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。町長。 
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答弁 町長 

（成田 隆君） 

 今、いろいろな吉村議員の話を聞きながら、自分たちが子供の

時のことを思い出して、たしか「川へ行くなよ」と言われたこと

を思い出しております。やはり、今考えると危険だ、流されると

ということであったのかなと思っておりますし、また、ましてや

川でもそうですから、海であれば、その何倍と危険度は増すので

はないのかなと思っておりますし、また今、現実的に亡くなった

人もあるという話を聞くと、なるほどなと感じております。 

 しかしながら、今、子供さん方も減っておりますし、また、ど

ういうわけか、大概想像はつくんですけれども、中学校あたりで

すとプールに入りたがらないということでありまして、またそう

いうふうにして、旧下田の時もプールを潰した経緯を見ておりま

したので、なるほどなという気がしております。 

 また、老朽化ということでもありますので、先ほど、教育長が

調査した結果、十分にスペースがあるというのであれば、少し時

間的には不便にはなるんでしょうけれども、そういうふうに使っ

てもらえれば大変ありがたいなという思いでおりますし、また、

そういう部分で、保護者の方々にもご理解・納得してほしいなと

いう思いで今聞いておりました。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ９番。 

 

質疑 ９番 

（吉村敏文君） 

 私は、やはり、どうしても海で育った人間であります。やはり、

子供というのは親が「行くな、行くな」と言っても、暑くなって

くれば行くわけですよね。それで、私の同級生もそうですし、私

自身も海で溺れた経験もあるんですけれども、やはり、それが起

きてからでは、ただ効率だけでものを考えていった時には、必ず

そういうふうなものも出てくるような気がいたします。 

 やはり、そういうふうな、今町長も答弁しましたけれども、や

はり経験をしているわけですよ。そういうことによって、あのプ

ールができたおかげで、海難とか海での事故は確実に減りまし

た。それは確かです。確かに今子供は減っている。減っているか

ら余計に私は大事だと。今の規模のプールではなくても、少ない

のであれば、もう少し縮小してもいいだろうし、そういうふうな
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ものの考え方もあってしかるべきと私は思います。 

 ただ、効率だけ考えて、そういうふうなことにまで思いを馳せ

た時に、やはり私は地域的なことは余り言いたくないんですけれ

ども、やはりそういうものは１カ所ぐらいはあってもいいと。 

 そしてまた、今、工事方法とかつくり方もいろいろいいのがで

きてきております。ですから、今の甲洋小学校みたいなさびとか

そういうふうなものに強い、そういうふうな施工方法も今ありま

す。 

 ただなくするのではなくて、やはり、存続するためにどうする

かということももう一回考えていただきたい。どうでしょうか、

副町長。海を一番知っているわけだから。同じ年代だからわかる

と思います。 

 

 佐々木議長  副町長。 

 

答弁 副町長 

（西館芳信君） 

 吉村議員のおっしゃること、特に昔のことについては身につま

されるような思いがいたします。 

 いずれにしましても、そのスペースとか、それから本当に実際

になくなればどういうふうな弊害が生じるか、そういうところを

検討しながら、できるだけ吉村議員の意向を、隣にいる町長にお

話ししたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ９番。 

 

質疑 ９番 

（吉村敏文君） 

 わかりました。 

 こういうふうなものは、今、町長が言ったように、やはり、私

たちは昔経験しているわけですよ。今の時代はこうだということ

を踏まえるのも大事ですけれども、やはり、それをやることによ

って、そういうふうな問題もまた出てくるということも危惧され

るわけですよ。 

 ですから、私は、今のことを目先だけ考えるのではなくて、や

はり、過去に小学校時代とか幼少時代に経験しているわけですか

ら、そういうことも思い出しながら、これに関しては効率だけで

はなくて、やはり、広い見方で取り組んでいただきたいというこ
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とを要望いたしまして、終わりにいたします。 

 ありがとうございました。 

 

 佐々木議長  これで、９番、吉村敏文議員の一般質問を終わります。 

 以上で一般質問を終わります。 

 

日程終了の 

告知 

佐々木議長  これで、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これで、本日の会議を閉じます。 

 

次回日程の 

報告 

佐々木議長  明日１０日は午前１０時から本会議を開き、議案審議を行いま

す。 

 

散会宣告 佐々木議長  本日は、これで散会いたします。 

 

  （散会時刻 午後 ４時４６分） 

 

 事務局長 

（袴田光雄君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 

 
  


